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峰 ®^

近世後期における百姓分散についで ■

以上のことを考えると，「分散」は本来のr漠れJ とは性格が異なり,必ず消減してしまうもの 

とはいえないことがわかる。とくに農業経営そのものの破綺というより，商業上の破産である場合, 

むしろ破産宣告によって負債をf■済切りJ にし再起するための一つの手段としてr分散」を行な 

ったのではないかと考えられるのでもるすなわち，•■清れJ は村落共同体という梓内での農業経 

営存處{̂?1ついての社会的姆理ガ、あったのに对し，「分散J は村落共同体の梓をこえたところで，個 

人としての財産他分を行なって再起を図るための経済行為であると云うことができよう。

(神戸女学院大学家政学部助教授）

/
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針 金 工 業 町 ア ル チ ナ

.そ の 発 生 史 的 研 究 -

寺 尾 誠

第1章文献史料に投影された都市化Q過程

ルール河の支流1/ンネを合流点から約20 キロ上流tを適ると，険t •い峡谷がくねや，幾つかの分 

流に分れるその中心点にアルテナ城とアルX ナの町がある。城は岩山クルーゼンベルクの尾根の突 

端にそそり立ち,町はこの岩山の両網深く流れるレ' /ネ河及びその分流ネッチ河に沿って細長く入 

り組んだ町並をみせている(因1)。1965年現在人口 23746人しか擁さぬぐの小都約 600年以 

前の1367年 I 2月？0 日に都市的な定住地としての特権を得て, スライハイトFreihe itとな

m i アルチナ城周辺図（河川および地名〉

* 假'さほ地区タ：

■NettêT

50-53J 

37,1929,

注（1 ) Latidkieia Altena/Westfalen; Land und Leute; Daten und Zahlen, 1965, S. 6.

( 2 ) この時め特許状は以下の書物に公刊されて、、る。Karl Vorlander, BiWer aus Altenaa Vorzelt, 1871,SS,

Josef Lappe, Die Freiheit Altena, Beitrage zur Geschichto Dortmunda und der Grafachaft Mark, Bd. ___

S. 285f.; Hermann Plebbe (Bearbeiter), Qusllen. ufid Urkunden zur Go^hichte der Stadt Altena (Westf.), Bd. 

1,1957, Nr. 24, SS. 38—40； Stadtarchiv Altena, UrkundeA-Regesten, bearbeitet v6n Jilrgeii Sydow, 1%2, Nr, 
1 ,S. 3. . • - ' > ■ ..  ̂ .. ‘ //-
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針金工業町アルテナ

フライハイトとは法制上の自治権を何等かの程度で与えられた都市と農村の中間集落に対する呼称 

で，西ドイツから北西ドイツにかけてみられ,傲いて訳せば,解放集落とでも表現されよう)。 アルチ 

ナ市民はこの「lllilと権利』vryheyd ind rechtを，「彼等が我等が担先と我等に对し尽せし特別の

功績の故にJ umb sunderlyken dynst, den sy unser yurvaren ind uns hebbet gedan,...マルク

伯爵ユンゲルベルトin世から与えられたのであった。そのi 由は，「プランケンシユタインのハ"ゲ 

ン （城外の森林地域）とヴ31ッタア.において与えられたのと同じ自由J sodan vryheyd, alz to Blank- 

«nstein in me hagen ind, to Wetter ys geghevenであり，「その自由の及ぶべき範回は，アルテナ 

に家々が建っている暇り，つまり我等のアルチナ城の周辺四方で，その内部では今後ま由であるJ 

<3e vryheyd sal alz verre ryken, as de hus to Althena getymmerd stan, op alien syden umme 

iinse borch to Althena ind darin bynnen vry ummermere./.と'いう（第i条)。’.アルチナ市民に与え 

られた諸権利は，独自の下級栽判権（第2条）とこのためにf彼等が自らの中から栽判官1 人を選任 

しクる権利 J dat recht, dat sy under sych mogen kesen in[d] setten einen rychter (第 0 条) ，「土 

地 ，家具，武具または道具J erve, gerade eder herwedeの世襲相続権（第4 , 第5 , 第6 , 第7条)， 

「被等の赴くところどこでも我等の領土内においては彼等及びその全ての財貨は関税自由でありう 

る権利 J dat recht, dat sy in[d] alle er guyd solen in alle unsen landen, war sy komen, toilvry 

wesen (第3条)，それに放牧権（第8条) であった。 こ れ に 対 し 果 す べ き 義 務 と し て は 唯 つ ,「ま 

た我等-のアルチナ市民は橋め為に手助けをせ; ばならず, 彼等がこれまでにしてきたように， この 

ため必要とされるものを提供し，負担せねぱならないJ Oec soleri unse burgere to Althena tho der 

bruggen helpen heven, boren ind dragen, wes m[en d]arto behovet, alz sy herto hebt gedan 

という躲定.（第10条）が見出されるのみである。' し か も そ の 場 合 石 工 や 大 工 de steinwurter ind 

tymmerludeや物資の連搬voreのために賄いの費用や賃金がかかれば，そ れ は 「我等と我等の子孫 

の鱼担でj van unsen ind unser erven wegenつまり伯爵家の負担でま出されるという。

これらの諸権利のうち注目されるのは，土地の世襲保有権と下級栽判官の選任権;^び'関税免除の 

特権であろう。第 1 のものはヴCCストファ一レン地方における新しい地縁団体としての都市の成立

注（3〉 都市と農村の中問的存; でを)る，この稀の都市的定住については，Werner SpieB. Daa Marktprivileg. Die Ent- 

wicklung von Marktprivileg und Marktrecht ihsbesondere ^uf Grund der Kaiserurkunden* 1916, S. 93ff‘； Walt- 

her Gerlach, Uber den Marktflecken- und Stadtbegriff im spateren Mittelalter und in neuerer Zeit. in： Festschrift 

fiir G. Seeliger, 1920, SS .144—155； Otto Kielmcier, Dorfbefreiung auf deutschem Sprachgebiet. Diss, Bonn, 1931; 

Heing Stoob, ^Kartographische Moglichkeit zur Darstellung der Stadtentstehung in Mitteleuropa, besonders 

!&wiBchen 1450—1800, in: Historische Raumordnung, Bd.1,1956, S. 21ff,; 同箸者の MinderstSdte, Pormen der 

Stadtentstehung im Spatmittelalter, in: Vierteljahrschrift fur Sozial- und irtschaftsgeschichte, Bd. 46,1959, 

& Iff .に概括的な研究がfeる0 それらによれは♦, Ffeiheit以外に地域により，Weiehbild. Tal, Markt, Flecken等の 

称号!がみえられている(Froiheitについては， Ibid., SS. 6-100 .タュト一プは^これらの中的存在の定住を半都 

市MinderatSdt^という範晴でニ括することを主張したが， 村的なFteeken.だけをそこからはずした。これに対 

U ハーゼはぜ:都r iJ j概念の有効性を認めつつも，シュト一プのようにこれを余り計画的な中世都市に近い存在とし 

. てとらえることに辨115)を呈する0 そしセ，むしろ，Fleckcmも含めた廣雜な構成分子か!^成る中問存在と把海したプJが 

よいという》Carl Haase, Die Bntetohung der Weatfalischcn Stadto, 2 Aufl. 1964, S. 5, 9, 258.

—— 114(625)——
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と密接不可分の関係にもるといわれる世襲貧租保有権の実質を持つものとみうる。因みに，プラン
m i)

ヶンシュタインの特許状には賞粗地 t jm s g u e tと表現されている。さ 't r , 第 2 の裁判官選任権の力 

は，マルク伯領内で、も珍しく，フレッペによれぱ，18世紀にこの権利を有した都市は，ホエルデ 

H drdeだけガ、，他の都市では下級裁判は市長及び市参事会が行い，独立した裁判官としては,領邦
' , (注 5)

君主任命の上級栽判官がいるだけであった。第 3 の領邦内関税免除の規定もアルテナだけの特権で 

あったらしく，17世紀にもなおしぱしぱアルチすはこの特権の有效性を主張している6 フォルメル 

によれば， この特権は旺盛な経済活動を背景！̂こ展開される地方的市場を強化すべく領邦君主が中世
. し （注？）

都市に対して与えたものだという。 アルテナの場合にも，アルテナ住民の旺盛な経済活動が，この 

特権賦与の前提にあると考えてよいであろう。

以上の3 点から，我々は，アルテナが都市化の端初においてすでr , 極めて独自かつ強力な法制 

上の地縁団体であったこと，また地方市場或ぱそれを超える市場関係に参与する程の旺盛な経済活 

動が少くとも形成されつつったことを知るのである。尤も，後め点についてはまだjfi定の域をこ 

免ないが，アルテナの特権状の中にも，かかる推定を裏付ける衷現が無いわけではない。 というの 

は，特権賦与のタオ象としての市民もしくは住民についてアルテナの場合，かなり詳細の記述がみら 

れるのでもる。まず第1 に先に引用した伯爵家に代々足してきた市民があげられる。第10条で橋の 

ま復工事ぺの義務を過去にも果してきたとされているのも，この律1 の 型 の 市 民 に 違 い ^そ し  

て, 特許状の結びの部分の冒頭に次のように述べられているのも，この種の市民といえよう。

「凡て以上に記された譜権利と自由を我等のアルチナホ民は犯されることなく，常 に 享 受 ,利 用

しつる のとする；...J Alle dysser vors[creven] rechte ind vryheyd solen unse burgere to

Althena unverbrokelyken ummermere geneten ind bruken,...

ところ力V , この文章に続いて記された次の親定は，以上の市民層とは異なる住民をもアルテナの

注（4 ) ヴエストプア一レンでは一般にこの権利をWeichbildrechtとよぶ。これにつ、ては，Friedrich Philippi, Zur Ver- 

fassungsgeschichte der westfalischen Bischofsstadte, 1894, SS. 18—51； Karl Kroeschell, Weichbild, Untersuchun- 

gen zur Struktur Und Entstehung der mittelalterlichen Stadtgemeinde in Westfalen, 1960, SS. 38—58, 113—128 

を参照せょ。 -

プランケンシュタインに' いては，Alt-Blankenstein, Ein Heiniat-und Festbuch, 1926—27, S. 63ff. Urkunden- 

Anhang, N r .12. SS. 22—24：QuelIen u. Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, a, a. o., Nr. 22, SS. 32—36.

(5) Quellen u. Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, ibid., S.8,

(6) E. Dosseler, Suderlandische Geschichtsquellen und Forschungen, Bd. 3,1958, Nr. 32. S ,15. Nr. 34. S .16. Nr. 32. 

の方は, 16S坪 10月17日付で，ハム市の当局がアルチナの関税免除の特権を侵したことに対し,クレエプエの額邦君主

力’、その特権を守るべきことを，' 、ム市に命じた。Nr. 34 の方も，1697年11月2 7日# で，リューネン市との同様の紛ビ 

の調停で, アルテナの旧来の特権を守るよう指示しているもの。なお，1626ザから16かfpに力、けて,リューネンで6台 

の輔カ達し撒i られたが，これには, 北独向けの針金や釘が糖込まれていたという。

{7 ) Gi^ela Vollmer, Die Stadtentstehung am unteren Niederrhein, Eine Untersuchung zum Privileg der lieoeer

Kaufleute von 1142, 1952, SS. 10—19, 104—112; J. Lappe, a, a. 0.* S .102j Luise von Winterfeld, Das westfali-

scho Hansequartier, in： Der Raum Westfalen 11/1, 1955, S. 281ff,

( 8 〉 •■また，我等のアルチナホ民は橋の為に手助けを甘ねぱならず，取学がこれまでしてきたように，このために必要と 

されるものを提供し.資担せねぱならない。J Oec solen unse burgere to Altena tho der bruggen helpen hevon, 

boren ind dragen, was m [en d] tirto behovet, alz sy herto hebt gedan. ：

--- -115 (625)一—
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針 金 工 業 町 プ ノ レ テ ナ ■

ルテナの前史を紹介しよう，
: •

■ , . . . .

1000年 及 び1108年 頃 城 碧 建 造 の 伝 承 が あ を も の の ，史料的には確認されない。 この伝説

によれぱ, 国王から所镇を与えられた兄弟の貴族がアルチナに城を建造したが， この兄弟と敞对

関係にあったアルンスベルク伯は，' 自己の所領に余りにも近いallte nae = allzu imhe.として攻
(注13)

撃した。’そ L て，..:これがアルチナAltenaの呼称の起りだといわれる。.

1122年 ル - ル河畔の力ッペンべル夕修道院建設文書の中にアルチナ伯ア一ドルプAdolptms 

comes de Altenaの名が登場'f*る。 この文書が原資料ではなく，1178年以降の写しであった為に， 

この文書から1122年当時すでにアルテナ城が存在したと推定することにはホュムベルクきによ 

る異論がもったが，グルントマン等の最近の研究でそ9 史料的価値が確認され，アルテナ城の存
(注14)

在 も 定 さ れ る に 到 っ た 。

,.'1ネ61年 ， .ケルン大司教ライナルト• フ ォン.,ダッセルの知行付文書に.アル,テナ伯"3^.ベルハ
(法15) -■

ル トgraf Everhardus de Alzenaか証人と；して記載されている。なお，.このエーベルハルトI 世

は恒常的にアルテナ伯と呼ばれており，城の存在は明白である。ホェムベルクは1122年の文書
mm

は偽書だとして, アルテナ城建造をm i 年こ前後とする。 •

1188年 : ケルン大司教のプィリタプ(1190年の写本はそれ以前の大司教ライナルトとなっている） 

力;アルチナ城castro Althenaを 1220マルクの巨額で買い取り，知行地として貸し出す^>ホ;!：

.と題するラッペへの反論が載り，これに対してきらに，Lappe, Entgegmmg (反批判)，そしてL. V. Winterfeld* 

Sehhiliv/ort (結語）という形で論争がM開された。 .

注（13) Levold von Northof, Die Chronik der Grafen von der Mark, iibersetzt von H. Flebbe, Geschichtsschreiber der 

deutschen Vorzeit, Bd. 99,1955, S, 58; Johann Diederich von Steinen, Westfalische Geschichte, B d .1,1755, S. 

9 1 ;Quellen u. Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, Nn 1 u. Nr. 2, S .17.なおフォン♦ ノルトホーフの報ずる所で 

は，との兄弟は，ライン右岸ベルク地方にもアルテ'/ベルク城を所有していチこが，後にこの場所に，兄のア一ドルフが 

シトー派のま道院を建設したという。これには，残酣な殺数の経験から遍歴の旅に出, 南仏モリモンのシト^派修道僧 

*となった弟のュ" ペルハルトの影響がもるという。丄. V, Northof* a* a. 0‘, S. 65.この報道はアルチンペルク侧でも確 

認される。Hans Mosler, Altenberg, 1959, S. 7f；

(14) Quellen u, Urk‘ z. Geschichte d. Stedt Altena, Nr, 3, S ,17; Albert K, Homberg, Geschichte der Comitate des 

Werler Grafenhauses, in: Westfalische Zeitschrift. Bd. 100, 1950, S, 38. 42, 79f, Herb. Grundmann, Der Capp- 

enberger Barbarossakopf und die Anfange des Stifts Cappenberg, in： Miiristerfeche Forschungen, Bd .12,1959, 

S. 108; H. Ffebbe, Die fruheste urkundliche Erwahiiung Altenas in der Griindungsurkunde des Klosters Capp- 

enberg, in： Der Marker, Heimblatt fur den Bereich der ehm. Grafschaft MarK, 9- Jg. Heft 2,'I960'城の前めに 

関して，Paul Rump, Alter und Name Altenas, Ein Beitrag zu seiner Geschichte, in: Der Marker* 16 Jg. Heft 

10,1967, S. 181,'の報ずる^；ころにょれぱ避難城塞FHeburg, Wallburgの存在を推定せしめる座質の粘士（弁科）や

.城壁の一部*そして人货や壶等が，1755ギのアルテナ城改造に際し発見されだという》K. Mummenthey, Stein- und 

Erddenkmaler dea Stiderlandes, 1888, S. 25； A. K uemmol, Geschichte des Kreises Altena, einschlioBlich 

Gebietea des jetzigen Stadtkreises Ludeiischeid. 1911, S. 26.

(15) Ferdinand Schmidt, Der Ursprung des Hauses Altena, in: Suderland, Heinnatblatt fur den sudlicheii Teil 

der Grafschaft Mark, hrsg. von F. Schmidt, 4 Jg*, 1926, S' 165f. ； P. Rurnp, a. a, 0*/ S. 179-

(16) Quellen u* Urk. z‘ Geschichte d. Stadt Altena, S . 1 8 , i

(17) A. K. Homberg, a* a. 0., S. 9f" 80； Th* llgen, Die altesten Grafen von Berg und deron Abkommlinge» die 

Grafen von Altena, in： 2eitschrlft des bergischon Geschichtsv r̂eins* Bd. 45,1952. SS.14—62.

‘—~ 117(6 5 i)---
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自由と特権の対象にしていることを示している。 ’

厂それはまた以下の人々全てにも適用される，すなわち，それはッライハイトの中に被等（第 1の 

型の市民）と共に住む者で，市民もしくは住民たる者か，彼 等 （第 1の型の市民が)市民もしくは住民 

.と み な し .みと'めよ'うと欲す'る者であるJ .ind. alle degene, de rnyd en bynnen der vryheyd woh- 

achtych syn, de burgere ind bure syn inde de sy vorstan iiid vorhalden wyllen yur er burgere 

und bure. ' . ‘

,文面からは明らかに, 第 1 の望の市民に対し，市民または住民と呼ぱれる第2 の趣の住民がアル 

テナに当時居住していたことが判る。 この複雑;̂4̂住民構成の内容的検討は追々すること{hして,，こ 

こで注目しておきたいのは，第 1 , 第 2 の盤のいずれについても現に住む者という表現が用いられ, 

僅かに第2 の型{̂1ついて将来やっT  くるだろう人々への言及があるだけであをことであ,る。 この点 

例免ぱ1プランケンシュタインの特許状には，f■現にフライハイ卜に居:̂ もの， また今後みこへやっ 

てきたいと欲する市民J den burgeren, de nu in der vryheit synt off uminerineir tokomen moigen, 

ともるだけで，アルテナはどに現に居住する者についての詳細の表現は見当ら^これと同様の,
, (注1 0 ) ,

ことはヴェックアにもいえるのである。他方, アルテナの特許状の先例となったこれら2'つのフラ 

イハイ トに扭いては，「古来の自由が昔からそうであったその限りにおける,プランケンシュタイン 

のハーゲン内部での全き自由J eine gantze vryheit bynnen dem haegen to Blankenstein also vere 

ind also wyde, als die aide vryheit van aides gewesen h e t t , . 「古来の自由j ©ine aide vryheit 

(ヴ:：c ッタア）と表現されており，少なくとも法的にはアルテナよりも先に都市的特権が与えられて
(注11)

いた可能性が雖い。

そうだとすると，アルテナとヴェッタア，プランケンシュ タインの間に:は，特許状賦与の時期や

7 ライハイトという都市的定住としての法的承認やその文書上の形式において共通ずるものがある

とはいうものの，集落形成，特にその原動力たる住民運励の活発さという点で大きな.違いが存在す

るように思われる。 アルテナの方は都市化の端初にお、ヤ旺盛な住民活動が自生的に展開されつゥ

あり，法制上の特権はこの経験的事実を追認し，都市化の方向にさらに拍車をかけるのが1367年

の特権賦与の意義であったとする,と， ヴェッタア， プランケンシュタインの場合には，当時すでに

都市的定住の法的資格は得ていたものの，住民活動の方は余り振わず,.領邦君主が積極的に接民誘

致を意図して都市的特権のW 確認を行ったのでほないか？ このように考えれぱ，アルチナの発生

史に'0 いてかつて行われたラッぺとフォン • ヴィンタアフェル卜の問の論争に対し't：も新しい解明 
(0：12)

光が投げかけれる。以下，両者の論♦ やこれまでの研究史の♦ ノダをふまえて,文書上遗されたア

汪（9) Alt-BIankenstein --, Urkunden-Anhang< S. 22; Quellen u. Urk. x. Geschichte d. Stadt Altona. Nr. 22, S. 32. 

(10) Rudolf Buschmann, Wotter a, d. Ruhr, 1901, S. 139, 142,

‘-(11).A1レBlankenstein.",. U.-Anhangr, S, 22； Quellen u, Urk. z, Gescliichto d, Stadt Altena, Nr. 22, S. 32; R, Busch

mann, a. a.0„ S. 139, 142,

(12) J. Lappe, Die Freihdt Altona の巻末に, Luise Von Winterfeld, Wann ist die Freiheit Altona entstanden t
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針金:！:業町アルチナ

ムベルクの解釈では，取引は上級領主権に限られ，実際にはアルチナ伯醇家に知行地として与え 
(tti8) ‘ mm

られていたという。事実，1200年の文書も，南者の知行関係を証明してくれる。なおここでは前
. (注 20)

大司教フィリップの支出額は400マルクとされる。

1219 年 以 来 度 々 伯 爵 家 り 家 臣  nobilevdominus, castellani, borghman, borchman, Ritter
(注 21〉 *

が登場してくる。

1249年 マ ル ク 伯 エ ン ゲ ル ベ ル トI世 （その父アードルブ 1 世以来居城力tアルテナからマルクへと 

移動し，以後マルク伯と改名）力;，兄オットーに与 え た 所領に，アルテナとプラン'ケンシ ュ タ イ ン の  

城 及 び rそれに属す'る特権と領地J cum quibusdam aliis iuridictionibus et bonisが あ る 。 .なお 

これはレフォルト• フォン• ノルトホ一フめ年代記（1358年）の報道で， これを材料として書か 

れ た 後 の 時 代 の ク レ ェ フ 年 代 記 （15世紀).の中で，cum villis ad.iacentibusと書き換えられた
(注 23) 一

ことから， ラッぺとヴィンタアフcr.ルトの論争ギ起った。 ラッぺの方は， ア ル テ ナ め 都 市 化 を  

13世紀前半とするフィリッピィに同意し，力、かる主張の裏付として，•■アルチナ城とそれに属する
, , ,  んノ (it.24)
村 （フライパイト）Jという解釈を提出する。 これに対し， フォン，ヴィンタアフェルトはアルデナ 

の都市化の出発点はもくまで1367年の特権賦与だとし，「城とそれに属する村または領地」 とい 

う解釈が妥当で，村の意味もせいぜいr莊園団体J HofverbandでしかないとJ との論争に 

関する限り，フォン• ノルトホーフの年代記にあるめ力';, cum quibusdam aliis iuridictionibus 

et bonisという表現であるのだから， ヴィンタアフ：c ル ト の 方に凯歌があがったので^ 1 。

注（18〉 Quellen u. Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, Nr. Ur. 5, S. 18f.

(19) Ibid.. Nr. 6, S .19.

(20) Ilid', Ni•‘ 6, S.19.なお同じ時期に取弓jされた他の城は， リップシュタットとマルクがそれぞれ300マルク，ハッへ 

ンとイゼンプルクがそれぞれ200マルク，アルンスベルクに至ってはJ 僅か150マルクのf曲-値しか付けられな力、ったと 

いう。F. Schmidt, Die Giafen von Altena, ihre Vorfahren und Nachkommen, in： Burg Altena, 1924, S. 2:ん 
K. Homberg, a. a. O., S, 79.

(2り Th. J . Lacomblet, Urkundenbuch fur die Geschichte des Niederrheins, Bd. 2 1840—58 版の再版1 9 6 0 , 8 1 .  

S. 45, Nr. 25も S. 130, Nr. 352, S. 185f., Nr. 438, S. 238, Nr. 487, S. 272f.; Quellen u. Urk. z. Geschichte d. 

Stadt Altena, Nr. 8, S. 20. Nr. 9, S. 20f‘. N r .12, S. 22, N r .14, S. 23, Nr. 20, S. 30f., l^r： 2 1 ,S. 31f., J. D. 

V. Steinen, a ;  a. 0., Bd. 3.1755, S. 1435.

(22) L, V. Northof, a. a. O., S. 87,

(23) Die Klevische chronik, in: J. S. Seiberts. Quellen der westfalischen Geschichte, Bd. 2, 213； Quellen u. Urk. 

z, Geschichte d. Stadt Altena, N r ,10, S' 21.

(24) J. Lappe, a. a. 0., S. 7. 397.ラッぺは本文（S‘7 ) )におぃてはv illaを村と訳している力t , フォン*ヴィンタアフ 

--エルトへの反批判におぃてv illaは.oppidum 小都市のためのラテン語の呼称）と同義ともとれる以上》'フライハイ
トと訳すことも出来るとぃう-

(25) L.V. Winterfelもa. a‘ 0., S. 383f.彼女は1243年の]けま分割の文書に，アルテナ城と城内ま15：だけふれられ，プラ 
イハイ'トがなぃことも指摘してぃる。

(26) Quellen u. Urk* z. Geschichte d. Stadt Altena, N r .10, S. ,21..なおフレッ ペがあ(げたラ：a ンプレ公記録の記載 

にしてもrjjiき想ぃ出の主たる我が父，力、つてのマルク伯がケルン教会より，明らかな知行のヲf多により保有せしと知ら 

れたる領地の全てJ oona omnia, qu(ae) pater noster bone memorie quondam comes de Marcha ab ecclesia colonio- 

iisi'et ipso feudi tytulo noscitur temiis3 e,~ Aしかなぃ/ 従•<；>て，この年p 記紐純に厂城とその所恥の意[朱に 

とらるべきである。Urk. f. dio Geschichte des Niederrhcins, Ni** 352, S. 185f.
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1275年 頃 ア ル チ ナ の 主任司祭職は,’ ギーゼル-Sル，フォ'ノ、マルチ ナ Giselher von Altena 

なる騎士め死者ミサを毎年復活祭後の第1 日® 日に義務づけられていた。 この義務の履行のため 

に， ヴ ル ド ー ル 3^边のイュッチリンクセンめ農地から年々3 シリンクが寄忖され't いた。 シュ 

ミットはこの寄付行為はギ^ ゼルヘルの死のifi後:と雅定じ，そこからァルテすめ教区教会PfaiT-
- (注27》

kircheの存在は1275年からの4 半世紀に確認できるとしている。

1317年 皇 帝 ル ー ト ヴ ィ ヒ •デ ア .バイルがマルク伯ょンゲルベルトn 世からケルテナホ 

辺にある若干の王領地bona imperii sita prope Altehaを没収した。 プロムマンはアルチナ城の 

ある山は力をリンク王朝（784年から8(H年；) の 王 嶺 地bona imperiiの一部であり，後の高嶺地
； (注 28、

ドレコゼル，プスベルク，シュトルテル，ベルクフぇルトがとれに所属していたとしている。

1318.年 マ ル ク 伯 ゴ ン ゲ ル ベ ル ト n 世のカッペンベルク道院向け吉進のIE人 中 に ,「プル
{注 29)

テナの主任同祭ヨハネスJ Johanne plebano in Altenaとあり，教区教会の存在が靖認ゃきる。 

フォン•ヴィンタアフ：cルトはこれより少し以前1310年頃めヶルン大巧教区め財産評価簿Liber 

Valorisめ中に;T ルテナの教会があげられていないととから, プ ル チ ナ の 教 教 会 め 成 立 ぱ1310
(注 30)

年以降1318年までの間だとし，.先のシュミットの見解と対立する。 .*

1341年 4月 2 日 付 フォン，ノルトホーフの遺言状にはア/レチ.ナの教会ecclesia in Altenaに 

対する様々の寄付が指示されている力'、，その中には伯爵家やそウ家臣と共に，「彼処に葬られし力S

なお葬られん全ての人...を記憶せん為にJ pro comtnemoracidiie*• • *• •ommium ibidem sepliltorum

et eorum, quos ibi sepeliri confiiigetとあり，さ ら に r慈善の為にj という指ポかある。それに 

よると前者の為の共通の追億の日には,「プルテナの教会自身もしくは教会め庭にて」in ipsa eccl

esia velcimiterio Altena貧民にバンを与えるべしとある。その他，このァルチナ教会には，'主 

任 司 祭 rectolvま た は presbyter lociめ他に教会の堂守custos ecclesieや 執 事 provisorが居りy

注（27) F. Schmidt, Das Drahtgewerbe in Altena bis zur Errichtung des Eisendrahtstapels 174も BeitrSge zur Gesch

ichte und Heimatkunde des markischen Suderlandes, Bd. 2.1949, S .13 が AUSstes Lagerbuch der lutherischen 

Pfarrgemeinde in Altena から引用。
(28) A. Kuemmel, a. a. O.. S. 26； P. D. Frommann, Aus der Geschichte des Landes zwischen Lenne und Volmo, 

in; Das Herz des Markischen Sauerland^, Bin Buch iibfir den Landkreis Altena, 2. Aufl., 1963, S. 45； Th. J. 

Lacomblet, a. a. 0., Bd. 3, Nr. 157' S. 116f., C. Haase, a. a. 0" S. 154. ド

(29) Quellen u. Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena. N r .15. S. 23f.； Luth. Lagerbuch von 1626, Druck in： Sud- 

erland,17 J g .1939, S .13.

(30) し V. WmterMd, a. a. O., S. 385： A. K. Hortiberg, Kirchliche und Weltliche Landesorganisatioh des sudlichen 

Westfalen, Geschichtliche Arbeiten zur westfalischen Landesforschung, f id .10, S. 4 3 .ホ*  ムペルクもフォン‘ 

ヴィンタァフェルトと向意具である，. .

( 3 1 )この遗言状のラデン語原文と独訳-文を.対照しだも.のは,’ Der Marker, ,2 Jg. 1953, Heft 2, S. 169f.; Quellen u. 

Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, N r .18. SS. 24化に,いずれもクレッペの手で戴■られている•>その他，独訳 

はプ.レッペ訳のDi6 Chronik der G)rafen voh dei* M arkの卷末（さ,93ff‘）にももる

なお，フォン♦ノルトホーフが特に名指ししているのは，マルク{白ょ一ペルハルトn 世 <127■̂ '•4308年)，同i ンゲ 

ルペルトnill (1308~1328年〉及び13世紀末より^ 14世紀初m (130鄉まで）に力、けてアテナの代官であづた騎出ル 

トゲル•'プオン. プルr ナ’Rii'tかr .V01V AUeM"夫妻である。
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 ̂ 針金工業Bfy チ.ナ.

最後のものは城内家臣の提案;e任命されるものとi! ? | 。 ’

1355年 ！654年に上級栽,判 官 HQchgm：r の熟判介入に対しアノレテナ市長及び市参事は 

町立文書館の管理も任かされているlilj*役場の書記官に町の特権に関する史料の提出を求めた。クぺ 

の中に，I367年の特許状と共に，ユ355年 8 月 8 日付の裁判特権の確報書がある。それにょれば， 

伯爵エンゲルベルトm 世はァルチナの市民にr宙くからの慣習同様の自治体裁判を保IHしょうJ 

ihr Buyrgerichte wahren wollen, wie die alte gewQhnheit se.i ともる& これを引き合いに出し 

たラッぺとの論争でスォン.ヴィンタァ7 ；nルトゆ, 只の一鹿レカ、引用されず， しかも史料的基 

盤の現存せぬこの特権は信頼しえぬものとして却下してIデ4)。但しこの論争に当り1彼女に急くの 

跨を与えたというアルチナ城公文書想のシュミットは，.,ラ,ッぺに拠ってとれか事実と.して 受け
(注 35)

とっている。

なお，後年I456年に クレエフュ公兼マルク伯ヨブ、ン I世のザウアーラント、の都市特権の確認状 

Confirmationes privilegiorum oppidorum in Suderlande の中に他都市と並びァルテナの項が 

「我等アルテナの我がフライハイトの中にある我等の樊する市民に彼等の諸権利,:自由並びに特 

権を確認してきたが，それらは昔我学の祖先マルク伯のァ一ドノレプ及ぴエンゲルベ ル ト また我等 

の祖先クレエフCC及びマルク伯の ア ードルフ， そして我等の敬愛する君主に して父なるク1 /エフ 

エ公及びマルク伯のア一ドルフ公閣下にょって有難きことには彼 等 （市民)に賦与された もので 

ある〜J dat wy onsen lieven burgeren bynnen onser vryheit tot Altena alle oere rechten, 

vryheiden ind privilegien, die oen vurtyz van onsen aldervadern greven Adolph ind greven 

Engelbrecht van der Marcke ind onsen aldervader greven Adolph van Cleve ind van der Marcke 

ind. van den hoigebaeren fursten Dnsen lieven heren ind yader hertougen Âdolph van Cleve 

ind greven van der Marcke, den Grot alien barmhertich sy, gegeven ind verleent synt, こ 

の中に出てくる君主はマルク伯アードルフn 世 （I328— 1347年）その息子マルク伯エンゲルベルト 

in世 （I347—m l字），クレエフ cii及びマルク伯アード ル フ 1世 （マル夕伯とし て は 1391—1394年)， 

そしてヨノ Vノの父のクレエフ工公並びにマルク伯のアードルプn 世 （マルク伯としてはび94-1448年） 

でもるから， フレッペのいうように， これがアルテナのお権最古の確認である。 し, 1 36?年以 

前の凡そ半世紀の間にどのような特権が賦与されたのかは不明であ る 。

注(32) Der Marker, ibid., S. 169ff.： Q u e l l e n .，ibid., S, 25f., 28 .なお，プォン•ノルトホーフが慈善の強化を指示し 

ていることも,.楚化地アルテナの発展を間拷的に物語つ ている。

(33) J. Lappe. a. a. O., S. 179,この確認書の末尾には「以上め諸条項以外にも我等は, 上記ホ民に，キのホ3}$の権利及 

び凡ゆる慣習を, 以前f 等の父祉が，そして彼箱自身M 後守って行くような形で) :保したぃJ Wir wollen auch 

uneere vorgenannten 别rger auBer alien di職m Stiicken und Punkten bei ihrem alten Rechte und bei alien 

ihren Gewohnheiten bohalten, als \yie ihro El tern vorher und &io nachher hergebracht habon と る-

(34) L. V. Winterfeld., a. a. 0,, S. 387, 399,

一(35) F‘ Schmidt, a, a. O,, S, ,24. '

《36〉 Quellen u. Urk. z, Geschichte d. Stadt Altena Nr, 140, S. 122f; Stadtarchiv Altena, Urk. Regeston, Nr. 2, S. 3,
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1367年 ア ル テ ナ に フ ラ イ ハ イ ト の 自 由 と 特 権 が |1成与された。 これをめぐり，ラッペとフォ 

ン • ヴィンタアフCCルトの論争がさらr 続く。一方のラッぺは，1250(49)年，1355(1654) 年の文 

書を根拠に, アルテナの中心部分（プライハイト地区と称する) の都市化が13世紀前半に起ったと- 

する。 そ V て，1367年にはその後発展しすこミューレンドルフ地区とネッチ地区と古くからのフラ 

イハイト地区が全体として都市的な特権を贼与されたのであるから，それは都市化の発展の端初
{注 37)

ではなく，結末だという（図 1 ) 。

これにダネして1243年 , 1310年の文書を根拠に， フォン. ヴインタアプX ル ト は ,ア ル テナに 

.おける集落形成がかなり遅く，1367年の特権賦与も契機に都市化していったという。彼 女 は ,す  

でに開始された都市化を想定ゼ:しめるヴェックア及びプランケンシュタイの特許状の語が， 

アルX すの•特許状にはみられぬことからも，この結論が正当だという'。そして，ヴCCッタアの特 

許状にを.るでグCCッタプの城壁内部における完全な自由」eine gantze vryheit binnen des muren 

tho Vkktterというフライハイトの地域限定から,*これら3つの：7 ライ,ハ イ ト と も 城 内 自[ti(特 

権）Burgfreiheitに基いて発生したのであり，城はフライハイトの一部をなしているという◊ だ 

からアルチチの場合も，フライハイトの範囲は当初 rアルテナに家が建っている服り.つまり我 

等のアルチナ城の凡ゆる斜面及び城内部 J であったと解釈する。そして,斜面といった場合はレ 

ンネ河右岸, つまり城の1有側の.ゆるやかな斜面だけが実際には含意されていたので，ここに発生 

した最古の定住地が1367年にブライハイトとなったのである。それ'は，城内家臣と市民の共同 

の定住地であった。そ の 後1382年 か ら1393年にかけて， レンネ河に分流ネッテが合流する地点

のミューレンドルフ地区がフライ トに包摂され, さ ら に 1 6世紀までの間にネッチ河畔のェ
(注 38)

業集落がま常にル一ズな形でフライハイトに参加することになったというI
(注 39)

なお，特 許 状 と 共 に 同 じ1367 メ付で，アルテナの裁利区域のfi崔定が行われている。すなわち 

「彼 等 （アルチナ市民）は，彼等の望む者を遠捕または達抑を自らの裁判によって行いうるが,そ 

れはフライハイトの内部，具体的にいえば橋からリンシャイダア•べック及びアム. ハルゼまで 

とする，但し，彼 ら （伯爵家）もしくは彼等の役人が彼等に安全を保諷した場合はその限りではな 

い(図;L)。dat sy muegen bekummeren ind besetten mit erem gericht, wem sy willen, bynnen
• V ‘ ‘

irer vryheit mit namen van der bruggen an bis an die Lynscher Beick md an den HalG, mit

alsoedanen underscheit, winte dat w y  en vurwerden geven ader unse amptman ヴィンタアフエ
• , . / . -

ル卜は， これについても， ラッペと異り， ここで問題となっているのはフライハイトそのもので
’ ' (注 40)

はなく， フライハイトの裁判（逮捕）権の有效範囲だけであるという☆場をとる。 従ゥて， フラ

注(37) J. Lappe, a. a. 0„ S. 7f., 179, 394—399： F. Schmidt, a. a. 0 ‘，S. 25, ^

(38) L. V. Wlnterfeld, a. a.. 0„ SS. 381-393, 399-400.ついては第3章141頁及び注（3 ) U )  (5 )を参照せよ，

(39) Quellen u. Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, Nr* 25, S, 41.

(40) L V. Winterfeld, a. a. 0" S. 392f.
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では, 教区教会成立以前についてはどのよう推定が許されるだろうか？ 我 々 は す で に1 3世

紀初頭以来城内家臣がアルテナに居住していだことを知っている。但しこれは文書上の確認であり，

シュミットは地名学的考察からI2 世紀にすでにアルチナ城下レンネ右岸の数ヶ所に镇主や騎士達

の居住地を推定している（図2 ) 。中でも今日リンデン通りとフライハイト適りの接する辺りにイン

•デア'.バ ル ス in der Balsと.い.う地名が存在したが，これはin der Pals ='in der Pfalzの意味で，

このPfalzはアルチチ伯やその家族が平和時に居住していた館めことであったという。な お ,ブ ラ

イハイ卜とミューレツドルフの境界のナルス通りにはズーゼンプルクSusenbutgという地名がかつ

て存在していたが，ごれは.トメェ通:りの'ミ.ュッケンプルクMUckenburgと共に騎士の屋敷地であゥ 
(注44) . •

たという。そして領主の館に■接しての中間に旧地名でフライ'ハ イ トFreiheitとかマルクトMjirkt

(ホ場) と名付けられる場所が存在した力';♦ .つォアレンダアによれぱこの周辺に最初の住民の住家が
(注 4 5 ) .  -

建てられたのだという。我 々 は 1310年代の教区教会の成立以前に騎士の館と共にプライハイト地 

区に或る程度の住民が存在したと推定出来るかもしれない。 この こ と は1418年以前にもアルチナ
、 (^46)

における教会活動が活発となっていただろうこと（ノルトホーフの遺言状）からもうかがえる。
■ . . .

以上2 つの圆期が，I367年以前の集落形成について考えられる力':,それは1 世紀足らずの間の事 

であって，アルチナがかなり急ピッチに都市化していったことは間違いがない。 この現象がどうし 

て発生し:̂このかを究明する為には，アルテナの歴史と共に古い鉄工業の歴史に♦や服を向けなくて

はならない。 というのも， この時湖に先き立ってすでに1 3世紀め前半に伯爵家の居城はアルテナ
(ffi47)

からマルクへ移づており，急速な都市化を城下町の故だとすることは出来ないからである。従ってJ 

どうしてもこの町の生業であった鉄工業の方の変化が視野に入れられなくてはならないのである，

53ff‘ いずれもヴ:nストフアーレンの都市が復数の住民自治体Burschaftの融合の結果都市化したとしているが，クロ 

ュシュルの力はこの自治体の栽判権はなお同一領生に属する住民のM人的なものであり, 都市の裁判権の地縁性と対立 

するという，

注(43) F. &hmidt, Alte Flurnamen in Und bei Altena, in: SMerland, 2 J g .1924, S.' 23; 同じ筆者の Frdh6itstraSe 

34, in： Sud6rland,14Jgレ1936,..S. 177; P. Rump, Hauanummern und StraBennamen Altenas im vorigen Jahrhu- 

ndert, in： Marker, 13Jg. 1964', Heft 7, S.. 151.

(44) F. Schmidt, Das Buchlein von der Burg Altena, 1949, S. 12f. P. Rump, ibid., S. 153.この他プンゲルン通り 

BungernstraBeの脇に今日ももるホ'ルップリンク家の館Burg Holtzbrinckにも同:HIの推定が行われている。Stadt* 

fiihrer, Stadt Altena, die Berg-und Burgstadt Altena im Sauerland, S . I j  K. Vorlander, a. a. O., S. 47.その他 

フォアレンダアは， ミューレンドルプ地区に•アルテナ代宵ルトゲル. .プォン. アルチナの屋敷が（Airf detnLinscheid), 

またライテまHerr vonんLyteの屋敷も今日のAn der'Laieにもったという，.

(45) K. Vorlander, a. a. O., S. 47f； P. Rump, ibid., S. 1 5 1 .フォアレンダアによると，アルチナにおける最の市民 

住家はマルクト近くのアム. ローテン•ペルゲ/ Am rothen Bergeにちった激邮の家であるふそしてこの®の最古の 

住まは厚く固い石壁をもつといわれる。 ' '

(46) Quellen u. Urk, z. Geschiehte d. Stadt Altena, N r .18. S. 25, 28.なお本章注(3りにもるようにフォン* ノルトホ 

- フは1308ザまで在職したアルチ: せやエーペルト伯（1277—1308年〉，；《̂ンゲルぺルト伯，（1308—1308̂ |5)のため 

の特別のミサを衍示しズいる。

(47) F. Schmidt, Das Drahtgeworbe in Altena, S .13; 同じ银者の Das Buchlein von der Burg Altena, S .18, 25.
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ト地区だけだということになる,

さて，以上の文書上確めうる限りのM 史では，アルテナにおける集落形成の画期が1S1A年以降 

の教区教会め史料101への登場であることは明らかである。特にフォン• ノルトホープの遣言状力、ら 

特権賦与に20 数年先き5^3時期には， 教会そのものも，集落も， 相互の#在とすセになっていた 

ことが判る。従って，14世紀の第1 . 4 半世紀の後半以来，アルチナの集落が目ざましい膨賊か遂
. (注41) ' .

けつつあったと結論できよう。1456年の特権確認状からみて， この集落に1367年以前にすでに何 

等かの特権が与えられていた可能性ももりうるが，それは必ずしもフライ/、イトのそれやあるとは 

限らず，むしろその前段階の特権であったと考える方が無理がな、。 とめ点でラッぺのフラィハイ 

ト説は採用し難い。但し逆にヴィンタアフュルトが都市的定住としての法制的な插認以前に，都 

市的な住民活動がプルチナに全く無かったというのも一面的な観まのように思われる。両者の論争 

の種となつた I 355年のis習的な住民自治体裁判Buyrgerichteの確認も，都市化に先行する特権と
(注 42)

して看做せぱ，ありえないことではないのである。 '

チ河

注( 4 1 ) R  Schmidt, a. a, 0„ S. 13f.： K. Kroeschell, a. a. O.. S. 69, 00.193ff,

(42) K. Kroeechell, ibid., S. 591T.,83 it ; Franz Philippi, Ztir Verfassungsgeschichte dor westfalischen StMto, 1894, S.

-— - 122(630)
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第2章都市化の前提としての鉄工業

さて，地理的にいうとアルチナは,西部ザウアーラントにある。ドイツ中部山岳地帯Mittdgebirge 

の西部に肖るユッペ山脈と， その北方K1あるラインのま流ル,ユル河の間の地方が，それである。歷. 

, * 的にはマルク伯領に属した当地方は, r穀物や牧畜9 豊かさで、もって必需W を充たした験しがな 

く，大多熟の住民はむしろ逆に骨の折れる手仕事で鉄製品を造り， これを販売して日々の糧を得な 

くてはならない。 そして1 日， 2 日, も し く は3 日も旅してライン地方またはヘルヴェーク地方 

(ルr~ル河流城の農業地带）のゾ" スト， グ宏ルル， ウンナ等から， ビ一ルや★パツ用の穀物を高値で 

仕入れ，運ばなくてはならない。寒冷で，地味の良くないこの地方の土地では，大爱の資りも香し
(注1)

< J ないのでちる。特にレンネ峡谷にあるア ル チ ナ では， r自然の地勢が不毛であること力';,この 

町が貧しい誕拠やあり，そこで耕地や牧草地や牧草地を持ったり，森林，原野， または放牧地の権 

利を有することも全くなく，穀物や牧畜で生計を立てることは 愚か，いささかの貯えをなすことさ 

え出来ない◊ さらにまたこの町は高い山々に囲まれ，閉ざされ，隔絶した状棒にあり’従ってg 道 

とか商業がここに或る程度の生計資料をもたらしてくれることもない。それとは逆にこ こ で は 住民 

全てが鉄及び鋼鉄の針金製造という辛苦と難淡に満ちた手工業で暮しを立てて行かざるをえず，被 

等-は自分の住居の場所しか所有していない」の で 變U 。

さて，都市的定住としてのアルテナ600年の歴史が，以上のような生業条件に決定的に依存し 

針金工業町アルテナの名を高からしめてきたのだとすると，前章で推定したような都市化に先立つ 

住民活動の方はどうであったか？

我々は， ここでも文献史料の乏しさという眼界に突きまるのであるが, シュミット， フォン. ヴ

ま（1 ) 1623年に領邦君主に提出されたザウアーラント地方の諸都Tifの請願書の一部。折から勃発した30平戦争の舞台と 

なったため，軍隊の宿営その他の資担が過ffiとなったことから，提出されたもの，J. Lappe, a .も0., S .15. このカ 

の[£|然条件と経済洒動の関速については, Karl-Ernst Stamm, Die Tiiler von Lenne, Volme und Ennepe als Lebens- 

raurae, 2. Aufl., 1964.また当地力と他地方とりわけ北力のへルヴ一 ク地方との間の社会的分業や商(Jf,交換j'こついt  

は，E. Dosseler. Die Wirtschaft der Grafschaft Mark unter BrandenbUrg-jRreuBen, 1609-1806, in: Altenaer 

Beitrage, Arbeiten zur Geschichte und Heimatkunde der eheitialigen Grafschaft Mark, B d .1,1961,S S .11-77. 

特にペルヴ.エー.ク地方力.、らザウアーラ.ン.ト地方への穀物の移入に関しては* SS. 51マ56..なお，シュタム及び'ドエッセ 

ラアの労作は，拙稿び地域的経済阅4 比較史的研究~~•ライン. ヴエストフアーレン地方史級究の励向一一J, 土地 

制族史学第4Q号において紹介してある，なお，ドエッセラアの方は,'.この他 , .，SiiderlSndische Gegchichtsquellen und 

, Porschungen, Bd.l (1954). Bd. 2 (1955). Bd.3 (1958), Bd.4/1(1967), Bd. 4/2 (1968) という史料级を刊行しつつあ 

り，この中の第3 卷 （1958) Beitrage zur Wirtschaftsgeschichte der sudlichen Mark vor 1806.が我々 の問超にとっ 

て数多くの與味深い材料を提供してくれる4 なお穀物収引については, Friedrich Laiftpp, Die Getreidehandelspolitik 

in d. ehemaligen Grafschaft Mark wahrend des 18. Jhdt., Miinstersehe Beitrage zur Geschichtsforschung, 40,1912 

. を参照せょ。
< 2 ) 1623印に,アルテナ市が領邦すよ主に提出した請願摄の一̂部* 上記のものと同様, 眺争の被害が動機で書かれた。

しappe, ibid,, S,1もなおラッペは同書の9頁から18頁までに，f；フライハイト* アルチナの贫しさj と題して， 然条 

件から く る繊!動の 1 M性を描'タ̂している* なお，F. Schmidt, Das Drahtgewerbo in Altena--*, S..マ f.や K.-E. 

Stamnvの上記の省物を参照， ，
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ィ ン ク ア フ ル ト ， フレッベ,’ ドッセラア等の地方史家は以卞のよ 

ら， この地方における鉄：！:業の早期存在を推定してきた。

うな遠隔地商業関係記おか

1200年 頃 ア ル チ ナ 伯 の ア ー ノ ル ト と そ の 息 子 ェV ペルパルトはそれまで暫らくプレぶメン 

市民と争りてきたヴレンツォなる男りととに'0 き和解することになっ ybが，r ケ ル ン 市民のへル 

マ ン ..プ ォ ン • ムンメルスロホj Herimaiini de Munbernesloch, civis Coloniehsis その'他の友人 

が特にこめ和解を讀顏したとある。 こめ結果,伯爵家ほプレェメン市民にす我等の全領地内の住
け1‘:3)

復J eundi et redeundi per totam terram nostram'の護送を許可したのであ)る。.シ..ユミツトによ
• *

れぱ， このケノレン市民の出身地は*プルテナ西方約6 キロにるダール近辺のムンメル;^ホール 

Mummershohlであり， ごの市民が故郷の鉄製品の収引をプレユメン市民と行っでいたのではな
.丄 (注4 )

いかと推定している。

1ガ0年 頃 キ ー ル に ハ ル ト ゲ' ル • フ ォ ン . • アルテナ..ilartge?' von A ltenaなる者 が ，住宅

の所有者であり，且つ代官で、あった。 シュミットによれば, その資産や名誉は，鉄や針金の贩売

活動によって得たもめだろうという。 ‘
(法6)

1280年 頃 同 じ く キ ー ル に ， 3 ハネス • プォン.アルデナの死亡の記録があるン 

1加2 年 バ ポ ルメルン'•'ヴォルガス 'ト.公がボム,メルンへの入口にあ る アンクラムAnklam 市 

のために定めた関税定率に， r1搏のオゼムント鉄につき4 プフタェユヒ，100パウソドの鉄にウ 

き 4 プフツエニ ヒ J Pro vase osemundi 4 pf. Pro centenariis ferri 4 pf.ともる。 フレツべはこ 

の鉄をザウアーラント地ガの製品としているゼ、、 この記載だけではザウアーラント製かどうかは 

不明である。

注（3) Sudc.rland* 4 Jg., 1926, S. 24; 6 3 g .1928, S.17 にシょミッ卜が紹介し，さらに Quellen u. Urk. z. Ge?Schichto d. 

Stadt Altena. Nr.7, S .19 f.にフレッペが公刊しているアルチナ伯最古の公記録。

(4) F, Schmidt, Das Drahtgewerbe in Altena"., S.8；また同じ箸者め Das Osemund-Gewerbe in Suderland bis zur 

Griindung des Altenaer Eisendrahtstapel (1744), Beitra f̂e z. Geschichte und Heimatkunde des markischen 

Suderlandes, Bd. 3,1949, S. 51 ,41；P. Rump, Zeittafel zur Geschichte der Drahtindustrie im Raumc Altena, 

in: Das Herz des Markiechen Sauerlandes, S .123f.； R. Assmann, Die altesten schriftlichen Zeugni&se iiber die
. <• '

Herstellung von Eisen und dessen Handel im Suderland, inabesondere ini Liidenschcider Raum, in: Der Marker>

18 J g .1969, Heft 5, S. 69.

なお,マイスタア，フォイそしてリユ" ゼプリンクは史料の出所を明らかにせに； 1252 にプリユツへ（プリュ 

一ジュ）近辺の関税帳にヴエストフアーレンから鎌が輪入されていることが記-軟されていぢとし，これをアルテナ近く 

の都市リュデンシャイト製だとしている。Aloys Meister, Handel, Gewerbe, Industrie und Borgwesen bis zum 

Beginn des 19 Jhdte., in: Festschrift zum Gedachtnis der 300 jahrigen Vereinigung mlt Brandenburg-PreuBen, 

1909, hrsg*. von A. Meister, S.423；同じ箸者の Die Anfange der Eisenindustrie in der Grafschaft Mark, in： 

Boitrage z. Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark, Bd* 17,1009, S. 125； Ernst Voyo, Die Industrie im 

siidlichen Teile der Grafschaft Mark, in: Festschrift***, S. 46i5;同じ著者の'Geschichte der Industrie im markischea 

Sauerland, Bd. 2 ,1910, S. 37 ; W* Lilsebrink, Die Osemimdindustrle, Diss,, 1919, S. 9. .

(5 ) F‘ Schmidt, Das Drahtgoworbo in.Altomi…，S,16,

( 6 ) Ibid., S .16. '

(7 ) Quellen u. Urk z.Geschichte d‘ Stadt Altena, Nr. 13/2, S.23; ん Meistor, Die Anfangfo dor Eisenindustrie*-, 

S,133. Anm* 1*
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1 3 1 7 ^ この年付けで遺言'状を作成したケルンの鉄商フォン• レフ：IIレは， アルテナの東南 

約 2 7 キロのアッチンドルン出身で， バルト海方® への遠隔地商業で名を成した人であるが，フ
(Qi8)

ォン• ヴィンタアフエルトはザウァーラント地方の鉄を輸出していたと推定している。

な お こ の 「ケルンの鉄J Kolnisches Eisen'はドルトムント， ケンナ， ゾてスト等アル.テナ地方 

より北方のハンザ都市を経てケルンにもたらされることも多かったのである力';,直接の輸出活動
(注9) ヴ

もあったようである。
/ - " • 

1320年 ゾ ー ス ト 市 は ， イギリスのサザンプトン市に苦情を送り，没収された鋼と鉄34傅の

返遺を求めた。そのうち30博はゾースト市民フノルト• フォン•リューデンシャイトとその継子
(注10) '

達のもので， この商品は小型の船舶で送る途中を奪われたものだという'。マイスタア, フォイ，
. - .

その他の研究者は， この商人家族をアルチナ隣りの都市リューデ,ンシャイ’ト出身とし，.そ,こから
(注1り

この地方一帯の鉄工業とそれに伴う鉄商業の証拠としている。

. 1358年バイエルン公のアルプレヒトはエノ一やホラントの摂政として,エノ一公及びホラ 

ント公及び自己の名において，ドルトレヒトに有利になるような関税の政策を打ち出す。その中に 

「1 博のオゼムント鉄は3 ホラント• プフエニヒ。博で運ばれる1000パウンドの鉄は3 ホラソト， 

プフエニ ヒ。 1 搏の鋼 6 ホラ.ン ト. プつ； ニ ヒ。丄 Item van elken vate oesemonts drie penn-

inghe Hollans. Item van elken dusent pont ysers, dat men brenckt in stucken, drie p. H.-
. (iti2)

Item van elken vate staels がs p.H.ともる。

1360年 フラーンデレン伯兼プラバント公のルートヴィli • フォン•マーレn 世力’、， フラ

デレンにおけるドイツ商人の商取引のために設けた仲買人手数料MaklergebUhrを規定する。す 

な わ ち 「銅,棒鉄または鉄それぞれ100ハンドレッド. ウ ェ イ ト （パウンド）にっき英貨1 ぺニイ。 

1得のオゼムント鉄は半グロー ト。J ...Item van copre, van tene ende ysere van elken hondert
. (注13)

eenen d, sterlinges. Item van elken vate osemundes eenen halven groten....

注（8) L. V, Winterfeld, Handel, Kapital und Patriziat in Koln bis 1400, Lubeck, 1925, S.55 ここでは 'E. Dosseler, 

Der Handel und Verkehr Westfalens rtiit Koln zur Hansezeit, in; Jahrbuch des Kolnischen Geschichtsvereins, 

18 J g .1936, S. 6.から引瓜

(9 ) E. Dosseler, ibid.. SS. 6-9 ; L. v. Winterfeld, Das Westfiilische Hansequartier, S, 281 f, 297, 307, 345f.； J. 

Lappe, a. a. 0., S .100 f.

(10) Quellen u. Urk. z. Geschichte d. Sladt Altena, Nr. 13/1, S. 22.

:.(11) A. Meister, Handel, Gewerbe-S, 4 2 1 ; E. Voye, Die Industrie--, S. 465, W. Lusebrink, a； a. O., S .12. なお 

ザクァーレングァはこのま録の真偽は不明だとはするものの，近来の新しい则究成果(後出)から矢張り，これを当地力 

製の级とみてよいだろうと主張している。Sauerlander. Geschichte der Stadt Liidenscheid, 1965, S. 66.

なお1326洋にネーデルラント地方の史料（関税幅）>：ザクァーラント’製のオゼムント鉄が記載されていたと，マイ 

スタァ，フォイ等が主張している力S 確証はない。A. Meister, a. a. O., S. 424； E, Vdye, Geschichte der Industrie 

im markischen Sauerland, Bd. 2. Kreis Altena. 1910, S .16; A. Meister, Die Anfange --, S. 125.； Karl Knappniann, 

Das Eisen- und Stahldrahtgewerbe in Altena bis zur Einfiihrung der Gewerl&efreiheit, ICin Bdti'ag zur Vorge- 

Echichte der Kartelle, Miinster. Diss, 1907. S.もなお P‘ Rump. Zeittafel-, S. 123 では1326 の代りに1302年 

としてある。 ： '

* *(12) Quellen u. Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, Nr. 13/3, S. 23,

' — 126(640) .~ -
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当地方の鉄工業そのものについての文書史料はI4 世紀末になって漸く証言を聞かせ

1394年 マ ル ク 伯 の デ ィ ー トリヒは， イザロー ン市民のョハン • シュルチンと譲渡契約を結

び,’彼の所有するキルヒ• フォル.チ の 水 車 場Miihleをシ.ュルテンの.持つヴ;cス タ ア • フォルテ 
_  (注14)

の■(申な場Rolleとを換することにした。同じ年， マルク伯は別のイザロ一ッ市民べルトルト•フ

ォア• デ ア • ポルチンと契約を結び’町 の 下 に る 石 切 場 Steinmiihleを与え, そ の 代 り ,も っ

と上につくる新しい作業場]yOihleのために流れを良くするべく，ベルトルトの水路を取り除く
(注15) ■ .

ことと,.した。..こ の 水 路 は 「昔よりいつも彼の伸線場へつな.がってい. ,たもの」wie die von alters 

her auf seine Rolle zu gehen pflegte .で •りた。.

ところで当地方では， こ の Rolleといiう用詣は， 同じ水卑でも針金製造(伸線）のための水車の 

意味でしか用いられず，他の様々の水力作業場Wassertriebwerkが.Miihleという言葉力表現せ
(注16)

られていた。 シュミットは, 後 の 文 書 に 「昔より」von altersとあるのは， この用語の区別を文 

書起草者が知っている以上，信 頼 し う るものとして，1 3世 紀 後 半 か 1 4世 紀初 頭 に は 伸 線 場
ム (注17》

Drahtrolleか稼動されていたと推定している。

注（13) Ibid.. Nr. 13/4, S. 23 .なお，1400年頃にはアルテナの針金力t大部分ゾ~ スト， ドルトムントを経由して，リュ~ぺ 

ツク，さらにスカンデイナヴイアや北独，ポーランド，ロシアと'いうルート力、，.ケルンからオランダとイギリスへ輸出 

され.たという，J. Lappe, a, a. 0 " 100f.

(14) P. Schmidt, Drahtgewerbe in A l t e n a - S . 10; E. Dosseler, Suderlandische Geschichtsquellen• • Bd. 3, S. 54; 

Wilhelm Schulte, Iserlohn, Geschichte einer Stadt. 1937, Bd. 2 (Urk.), S. 24 f.

(15) '同じく，F. Schmidt, ibid., S .10.

( 1 6 )当地方の針金仲綠に関する技術語については，Peter Frebel, Zur Fachsprach der Drahtzieher im markischen 

Sauerland, in: Marker. 8 Jg： 1959, Heft 7, SS. 214-219, Heft 8, SS. 231-235, Heft 10, SS. 273-279, Heft 11,SS. 

306-310, 9 Jg. 1960, Heft 5, SS. ：129-138. Rolle に関しては Ibid., T d l 1(8  Jg. Heft 7), S. 217 f . を参照。それ 

によれぱ，Rolleを仲線用の作業場の特別の用語として使用されるようになったのは，14世紀以来のことで-ラテン 

語のrota (审輪）の示小形であるrotulus, rotula (つまり小Ip輪）からきた用語だという，なお，14世紀以来という 

のは，との用語がフランス語のr6Ieを経てドイツ謝として使されるようになったという想定の場合で，直接中世ド 

イツ高地語でrolle, ru leという風に使用された可能性も認め，その場合にはもゥと早 <：から特別の技術上の意味が付 

加されたという。なお，R. E. Latham, Revised Medieval Latin Word-List, 1965を参照すると，海の付い:it水lf£琪 

輪という意味でこの言葉が使用される例は，1195ギ，1224年* 1293年, 1295年，1303年，1315年，1331年のもの 

があげられている。なお，0. II. Dohner, Geschichte der Eisendrahtindustrie, 1925. S. 33ff. 49ff‘； Ludwig Beck, 

Die Geschichte des Eisens, Bd. 2,1893-95, S. 527, 816.

,フレツべは披のQuellen u. Urk, z. Geschichte d. Stadt Altena, Nn 41,S. 53 .にネ,ツチと並びアルテナ周辺の水 
力伸線場の中心地域と;̂ ったアルテナ南方のミューレ.ンラーメデMtihlenrahirtedeの水！{£ Muhleと小屋Kotten力ミ 
付契約を更新した記録を公刊しているが*これがRolle仲線場と区加された水力作東場 <とりわけ製§所）と伸線場の 
どちらを指しているめかは不明である。なお，この日付は1347-1391年のうち.の何時かであり,もしこれが伸線場だと 
すれはV 最も早い公記録という可能性もある，

(17) F. Schmidt, a. a. 0., SS. 9-14.シュミットは, 当地方では伸線力て最初から水力で行われていたTil能性もあるとし， 

その時期を13世紀後半とするぃその有力な根拠ぐして，ネッチ河畔に19世紀まで遗ゥていたr司祭の伸線場J Pastors 

R o lleという特定の水力作衆場の固有名詞をあげるj すなわち，との仲線場の賃贷料がアルテナの教区教会の権利であ 

ゥたために，との-ま現が出来の.であり, 教区教会の成立を1275年頃とするシュミットにしてみれば,め仲線場は 

同じ頃建造されたものだろうというのでる。lW d.,S .14,138, 139, 145.
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1395年 ，マルグ伯デイ… トリヒは，ハインリヒ• ロ レマンとハイデンリヒ. ファン• シユ 

へァィンフーゼンの両人に，鎮 鐘 製 造 場 harmschrollen = Harnischrolle建造の為にシュヴァル、、, 

エン. シュラソダアの特別地Simdern (元来, 王値地の意味）を貸し出した。 この土地はネッチ柯 

畔にもったのである。 ‘

同 年 マ ル ク 伯 は 6 年の期限で自己の所有するネッチ河畔の製練炉と製練所をそお^こ帰属す 

る設 ib:と 共 に imssse hutten und huttenstad op der Nette m it a ller toebehoring^ を^̂|̂ r  マルク 

の使用料で貸し出した。 と同時に’ 同じ6 年 の 期 限 で ア ウ フ • デ ム .ゲ ペ ー ク デ の 右 山 unssen 

stenbergh oppe den Geechten (Auf dem Gehegde?)が同人に贷し出されて（浮 9。〉シュミタトは，>- 

の製練所は， 当地方の針金の原料として好適なオゼムント鉄を艘造するオセ'ふント鉄製鋪所であ 

り, 石山はこれに鉄鉱石を補給すべき鉄鉱山であったと推定している。彼{.i, との時期以前にす 
でにこの製練所及び鉄鉱山は伯腐の管財人によって経営されていたのではないかとさ)

1453年 マ ル ク 伯 ゲ ル ハ ル ト は ア ル チ チ 市 民 の デ エ ト マ ル . プ ァ ン • ア ッ チ ン ダ ル ン （フ 

オン*アツチンドルン）Detmar van Atteiidarnに 「都ホ法に従い水の落差を喪現し（療をつ< れ） 

ネソテ河の我等の水から上記デエトマルがカルクホーフと時パえ◊れる{め世襲地及び菜園の ら に 建 

;iaするたろう伸線場へと水を流しこむこと，…...をJ to staidtzrechte eyn watergevell to d[r]ieven 

ind to vleten uyt unsem water der Nette up eyne rollen. die deceive Detmar dair tymmeren 

wert lip syn eegen erve ind garden gehieten die Kalckhoep.. …許可した。 これに对] デエ 

ト マ ル 月 11日の聖マルチィシ祭の日に毎年1 パウンドの爐燭と2 羽の鶴を納めなくてはなら 
なかっすこ。

■ . ■■ _ ■ ■

以上の遠隔地商業及び水力作業場としての製練所と伸線場に関する文書からシ ュ ミ ッ ト は ， オゼ  

ムント鉄については 12世紀から13世紀の変り旧頃，針金の伸線につ い て は 1 3世紀の後半に始ま 

ったと推則する。オゼムント鉄については，地名学的研究によりasnmnt ニ Osenuindの 地 名 が 1176 

キ来現われてくること及び例の1200年頃のケルン商人ムメ A ルスJ3.ホから， とめ結論が出され 

る。針金伸線の方の根拠は，1394年のイザロ一 ンの文書に水力作業場Mtihleと水力伸線場(Dmht-) 

Rolleの用語上の区別があり， し か も r昔よりいつも彼の仲線場へつながりて い た ‘ , 水 路 どいう表 

現がもること， さらに1608年 7 月29日にアルチナの代宵の前で陳述された イ ザローンのTお参事会員 

の, 「彼等はその水力仲線場ケ昔からの慣習で100年, 200年以上も使用してきたj sie der Rollen

注（18) Quellen u. Urk. z. Geschichte d. Stadt Altona. Nr. 56. S. 64. F. Schmidt； Drahtgewerbo in Alt細 ‘,‘ g 13: 
E. DSsseler. ibid., S, 54.

て19) Quellen u‘ Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, Nr‘ 58. S. 65： F. Schmidt, ibid.. S . 12； B. Dfesoler. ibid., S. 54. 
.(20) F. Schmidt, ibid,, S .12; J. Lappe, a. a； 0,, S, 38.

(21) Quellen u. Urk-., Nr, 127, S. 107; P. Schmidt, ibid., S .15; B. Dfeaeler. Ibid.. S. 55.

《22), P. Schmidt. Das Osemundgewerbe im SUderland-**, S. 5f„ 47.

— 12$(642) ~ '
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《注?*̂、
von altem HerKommen b e i100, 200 und mehr Jah'ren in gebrauch gewesen という証言にある。 

そして少なくとも「昔よりJ の表現が数世代または100年以上の意味と解釈し，13世紀の後半から 

14世紀に水力# 線場の起源をみるのである。

さて，以上のような文献史的推定は， どうしても恣意性，偶然性を排しえない。 しかし近年，経 

験科学的方法が導入されることより,,より客観的な裏付がこれらの推定に与;^られるようになっ 

た。産業考古学と地名学がそれである。 産業考古学は， （考古学上ラチーヌLat6ne期とよばれる）古 

ゲルマンの時代以来製鉄業のメッ力でおったズ ィーク地方で開発された研究方法で，19加年代から
(注 25)

続々とその成果が発表されるに至った。それは，古い製鉄炉及びその周辺に遣る鉱洋に着目し，そ 

の発見地点を発掘するとi によ力て* 炉の構造や集落との関係等を究明する。その結果， これまで 

不明であぅた中世前半の製欽エ藥の全貌が次第に明ばかにされることとなる。特に重要な使用時期 

の確定に役立つのは，球状の壶等の陶器の破片である。鉱鴻そのものは，含有鉄分を分析し，当時
- (注 2も）

の製鉄技術の水準を知るのに役立つ。

さて，産業考古学によっ.で明らかとなったのは，中世前半の製鉄が人里離れた森林地帯において 

行なわれたことである。 ここに森の锻冶屋Waldschmiedeもしくは鉄锻冶工 Iserschmitte ‘と呼ぱ 

れる專業者が現れてくる。彼等は，鉱石溶解には木炭を使用し， ま然または人工の風力（鍋）によ 

って必要な火力を造り出L た （風力炉Windofen,塊鉄炉Luppenfeuボ 。 その場合の敷鉄法は，鉄鉱石 

を立炉 der dngremuldete Schachtofeiiまたは Stiicjcofen (因3 a ) または平炉 der flaclie Rennfeuer- 

herd (図3 b )の中で溶解することにより直接，練鉄を製造するのであり，ここからこの溶解炉Renn- 

feuerofenを 溶 解 炉 （直接製鉄炉） ともいう。それは， ズイーク地方をはじめ西独の各地において

注（23) F. Schinidt, Das Drahtgewerbe in Altena-% S .10 f.

(24) 0. H. Dohner, a. a. 0., S. 33IT .ドエ一ナァはニュルンベルク，アウクスプルクにおいて1350年頃突然水力伸線場 

Dfaht miillern, Draht-muhlen カ项生し15 世紀には本格化したという。A, Meister, Die Anfange--*, S ,134f f .マ 

イスタァもずウァーラント工業の水力利用は14世紀のことだという。K  Knappmann, a. a. 0., S, 5, 8; E. Yoye, 

Geschichte--, S .17f.. 38. 94 .これに対しクナップマン，フォイはマルク伯領での水力利;Uは 15世紀中のこととして 

ぃる。
(25) H, Bottger, Die Siegerlander Eisenindtistrie und Weidewirtschaft der aiteren Zeil, in ： Siegerland, Blatter 

des Vereins fiir Ileimatkunde und Heimatschutz im Siegerland samt Nachbargebieten, 6 Jg., 1924, S. 2ff,; H‘ 

Bottger, Siedlungsgeschichte des Siegerland^, 1951；IL Behaghel, Die Eisenzeit im Raume des rechtsrheinischen 

Schiefergebirges, 1943 ； Otto Krasa, Fruhg^chichtliche und mittelalterliche Eisenschmelzen im Siegerland* 

in : Siegerland,13 Jぎ. , 1931, S. 49ff ; 同著者の Neue Forschungen zur vor - und friihge^hichtlichen Eisen- 

industrie im Siegerltind, in： Westfalische Forechungeh,11 Jg,, 1958, S , 113 ff‘ ；同じく， Die mittelalterliche 

Eisenverhiittung des Siegerlandes, in： Siegerland, 35 Jg., 1958, Heft 1 ,S, 4f.； Lat^ne-Schmieden im Siegerland, 

in： W^tfalische Forschungen, Bd ,17,1964, S. 200 f.; Ji^ef Wilhelm Gilles, 25 Jahre Siegcrlander Vorgeschichte- 

forschung durch Grabungen auf alteu Eisenhuttenplatzen, in: Westfalische PorschuAgen, Bd.11,1958, S .113 f.; 

Alfred Liick, Vom Eisen, Der Weg* des SiegerlKnder Eisens durch zweieinhalb Jahrtaiisende, 2 Aufi, 1959.

(26) J. W. Gillen の上記論文及び，Die Grabungen auf vorgeschichtHchen EiscnhuttertplStzon des Sxegerlandca, ihro 

Bedeutuhg und die hiittentechnischen Erfahrungen im Vergleich mit anderen Fundon, in； Stahl und Eisen 56, 

1936, S. 252 f . 時期51定に役☆つのは!?1家製のそれではなく- ライン河流域のパッドルフBadorf (700-900 df.), 

ピングスドルフPingsdorf (900^1200^19等の特産陶器であゥて，それぞれが特廣品として亮貿された時期がる

129(^45)
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図3 a アルチナ管区グローセンドレシャイトのアム.ヴァルデの洁解炉
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13世紀後半から14世紀に水力利用の製練及び精練という二重の間接製鉄法が採用される迄，支配
(注27》

的な製鉄法であった。

さて, 産業考古学を当ザウアーラソ ト地方に適用し， Tか0年代以来目ざましい成果をあげたのが, 

づソフレエト• ゾエネッケンである。すなわち，凡 そ 2 0 年の辛苦に満ちた班究生活め結果，当地 

方の鉄工業の前史に関し次のような驚くぺき事実が明かるみに出されるに到った。 これまで， 、/ュ 

ネッケンによって発掘された鉱洋の在拠は約1000ケ所にも及ぶのであるが， この半分の5 0 0 ケ 

所が何とアルテナから7 キロ以内の狭い地域に擬集していることが発’見されたのでちるひ969年現
(注 29) .

在，因4 を参照)。それは，主にアルテナ西方約3 〜 5 キロのクルムメンシャイト地区(1963年発表の
(注30〉：

数字でアルチナ周边の総数約4C0のうち200ケ所)，アルテナ近辺のネッチ地区（ISOケ所)に集中している。

ゾC C ネ ッ ケ ンの発掘が進行す《につれて，こ うした中世製鉄業,の起源が予想外に古いことが明ら 

かとなった。すでに，カロリシク主朝時代の後期の9 世紀前半に西部ザタアーラントの各地に原始. 

的な溶解炉が設けられていたのである。今, その代表的な例として，アルテナの西南約1 3 キロの 

シュティレキンク近辺の場合をあげると，（正確にはアクフ. デム♦グリューネン.ズィ 一̂ '^ンAuf dem 

griinen Siepenにある）ゾ3^ネッケンはそこに9 世紀から12世紀迄の定住遣跡を発見，森林開塾時代 

の孤立農家と判断した（図5 )。そこには，寵付きの小屋（舗石と炉)，馬の飼育‘ (蹄鉄，装蹄用の平等針， 

小勒= 馬見の一部）MU!及び敏治（锻冶炉及び級洋）を確実に推定出来る素材が見出されたのである 

(図6)。彼によれぱ，これは9 世紀以降に開始された新植民者による森採地帯の孤立農家定住で,.牧

注（27) J. W. Gilles, Der Stammbaum des Hochofens, in: Arch, f, d. Eisenhiittenwesens 23 Jg., 1952, S. 407f.; Otto 

Johannsen, Die Geschichte des Eisens, 3 Aufl., 1953, S.12o H J I/. Seek,, a. a. O., Bd.1 ,S. 779 flf.； E. Voye, a. a. 

0" S . 17 ff.; A. Meister, a. a. 0., g . 128 f f . ザウアーラント地方でIs^rschmitte力*、文書上に最後にを場したのは 

1439 年だという o.O, H, Dbhner, a. a, O" S. 32； P. Schmidt, Das Os^mundgewerbe--, S. 31 f.; E. Voye. ibid., S.

( 2 8 )すでに1952平から目g始され1956年以来，本格的なgif究成果力;発表されたゾェネッケンの代表的な論文は以下の 

通りである。
Manfred Sonnecken, RennfeuerhUtten der Waldschniiedezeit (11-14 Jahrhundert) im rnarkieoheii Sauerland, 

in： Westfalische ForschUngen, B d .11,1958, SS .123-140; Die liiittelalterliche Eisenindustrie im Liidenscheider 

Raum nach den neuesten Ergebnissen der Bodenforschung, in: Der Marker, 7. Jg., 1958, Heft 1 , SS. 31-37; 

tiber den Werkstoff inarkischer Rennfeuerhiitten des 11-14 Jahrhunderts, in： 'Der Marker, 7 Jg., 1958, Heft 10,

• S. 318ff.; Neue Forschungen zur mittelalterlichen Rennfeuerverhiittung im Sauerland, in; Der Marker, 9. Jg., 

1960, Heft 3, S. 85 ぼ‘；.Eine friihmittelalterliche Waldrodesiedlung mit Kennfeuerverhuttung bei Homort, Kreis 

Altena, 9 Jg., I960, S .147 IT.； Forschungen zur mittelalterlichcn Kennfeuerverhuttung im Sauerland, in: Stahl 

vind Eisen, 81 Jg. 1961, Heft 1.7, S. 1138ff.; Grabun^en auf mittelalterlichen Eisenhuttenplatzen bei Altena- 

Forschungen zur Aufhellung der Anfange der Altenaer Eisenindustrie.

なお，これらの研究成果は, Die.mittelaltej^liche Rcnrtfeuei'verhiittUng im mSrkischen Sauerland—Ergebnisse von 

Geland^untersuchungen und Grabungen, Diss. Munster, 1967.にまとめられた（将来公刊される'と}il)く）。

( 2 9 )上記の1961年こめ論まにおいては, 総計850ケ所の内の40 0ケ所ということであゥたが，1969ザ現在では1000の 

内の500ケ所に，発見館所が斯大したという。この最新の結来については， P. Rump, Die Bedeutung der friihmiレ 

telalterliche Eisengewinnung fiir dio Entatehung der Burg Altena, in： Marker,19 Jg., 1970, Heft 3, S. 55 ff.

の図及び報道を参照ん
(30) M. Sonnecken, Grabungon auf miUelaltcrlichen Eiden*-, S. 217.
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i l l  ■

'JM



レ;
■wpsjpj月 明 毀 ;̂‘ デ ふ"ぶ̂̂̂ :jH»JWW!Wf!!UHOi‘し!! BaB̂<wmwî«Bi>awwww imiuŵtii jpiaŵwwiwp>»wppwiffiiwgi;yipin>wiy

針金工業町アルチナ 

図5 初期中世定住. 鉱津. 炭焼寵の遺跡

0 初期中世定住 
鉱库遣跡 

♦ 炭焼敏

ホく焼けた粘土 
CK鉱洋

木炭

Sonnecken " Rittingliausen

• , 図6 初期中世定住地の锻冶炉输

： W 腿馳舰 -I
I ，…… びIT/びnTITlTl.1•'あ 翁 如 0 纏 ^

◊oo 石

D D a 敷石
1 2 3 4 5

Sonnecken

畜 と 農 耕 と 穀 洽 を 兼 ね た 経 営 が 行 わ れ た も の だ と 中 世 初 期 の 定 住 と 密 着 し た 製 鉄 炉 は ,

こ の 他 ， プ ロ ッ ク ハ ク ゼ ン （リューデンシャイト近辺 ) , ズ ン デ ル ン （オ — レ ，プレッテンベルク近 ;ia ), 

千 ユ ク ス ハ ウ ゼ ン （ホーェンズィ " プルク近辺）に お い て も 確 認 さ れ て (̂ |̂̂ |〉。 .

さて， 级:に 対 す る 需 要 の 増 大 に 伴 い ， 1 1 世‘紀 か ら ^ 世 紀 に か け て ,走 住 地 か ら 觸 れ た き 林 の 中  

に 大 量 の 溶 解 炉 R e m ife u e r o fe n が 設 け ら れ る よ う に な る 。 先 に あ げ た アルチナ 周 辺 の 大 量 の 遣 跡 は ，

大 部 分 ， こ の 森 の 锻 冶 屋 時 代 の も の だ と い う 。 例 え ば ， 初 期 中 世 の 溶 命 ¥炉 付 务 小 農 家 の 発 見 ;?S れた

--------------------------：! - ------ ------------ ------------------------------------------ !_______:__________________

注(31〉 M, Sonnecken, Eine iruhmittelalterliche Waldrodesicdlung-*• SS.147

(32) M Sonn^kcn, Brockliausen bei Ltidenscheid-eino, Karolingische Siedlung. in: Marker, 7 Jg,, 1957. S, 321 ff.； 

arolmgi^he Buntmetallverarbeitung aUf dor Sundernburg? in ； Der Marker, 6 Jg.. 1956, Heft 2, S. 

ijlayener Ware auf der Hohensyburg-wertvollo Neufunde. in： Dor Marker, 7 Jg. 1957, Heft 10, S. 416ff.

- 1 3 2 ( 6 ^ ^ )  —

針金工業町アルチナ

アウフ•デ ム • グリューネン•ズイーぺン東南の定住シュティレキンクのさらに東南森林部に2 つ 

の遣跡が発見された旧5)。 ゾ ネ ジケ ン によ れぱ,これは中世中期の森の厳冶屋時代のもので,初 

期中世の遺跡とは闕りがないとV、う。 ところで，力、かる溶解炉の遺でアルチナに最も近接してい 

るのは, レンネ河右岸の山地地帯である力;，ネッチ河峡#  (1963年発表の数字で，総数約180のうち， 

49ケ所）をはさみ，南方のレンネ右岸のビ一ゼシベルクBiesenberg (62ケ所)， リスイシクLissinび 

(22^所), 北方のリン、ンャイトLinscheid (25̂ r所)と比較的狭い地域に愈集してI一、£  (図1)。 中でも, 

ネッチM 北 岸 に プ ム • トーチン• ン A m  todten Marniと名付けらみる農地があるが, totor 

M a n nは toter Mund (廃坑ロ) を意味し, との地点セぅて鉱石の採掘が行われていたことが|f| 。

以上, ゾ义ネタケンによって発展せられた産業者古学は,これまで推定めま路に略りていたアル 

テナ周辺の鉄工業の前史をー举に明るみに持ち出してぐれたのである。その結果, これまで，せい 

ぜ1/、1 2 世紀に始まるといわれてV、たこの地城の鉄工業が， ネッチ河の南北を中心に少な <：とも 

11~ 13世 紀 に 隆 盛 を 極 め て い た こ と が 判 っ た -

パクル• ルムプは， との地域め鉄:!:業の発展を，ね，4 世紀に領邦君主の手工業者誘政の政策の 

故にする従来の通説に異を唱お tfしろアルチナ城の建設そのものゼ、’ すでに明らかとなったこの 

地域の鉄工業に領邦君主が魅せら; た結果ではないかと主張'?'る)。すなわち,中世に森林の開藥に 

最も情熱を燃やしたツトー派の修道院は,この開塾用の鉄製の器具の改良や普及にも与って力があ 

つ た （I2世紀)。そして,I I 33年にアルチチ城主と目されるアードルフm 世は，南フランスのシトー 

派修道院に7 年も入っていた弟のューベルハルトの示唆でベルク地方の金属工業都市ゾーリンゲン 

の近くにアルテンペルクft道院を建設したのである。 とすると， プルチンベルクと略同時期に建造 

されたと目されるアルテナ城の建造も，.それにより，鉄工業に通じたシト一派の修道僧が，当地方 

の鉄：!;業についての熟識を揮め， これを促i しようとしたのではないかとI〒そ。そして， アルテナ 

の 鉄 Altenaer Eisenは，強御さと延展性に富み, 針金の製造に好適で， これがイザロ一 ン製の鎮 

かたびらの原料として求められたというデュナアの指摘を引用して， アルテナ城の建設が中世軍需 

産業の保護と促進を目的としていたと結論'^

注(33) M. Sonnecken, Eine friihmittelalterliche Waldrodesiedlung- ■ ■, S' 149.
(34) M. Sonnecken, Neue Funde und Grabungsergebnisse：tjberraschender Fund eifles alten Eisenschmelzofens (Renn- 

feuers) am Wege vom Linscheid nach Wixberg bei Altena, in： Der.Marker.10 Jg.. 1961, Heft 5, S.146f.
(35) F, Schmidt, Vom markischen Osemund, in： Stahl u. Eisen, 1952, S. 355. P. Rump, Die Nette, Ein Stadtteil 

von Altena, in: Der Marker.12 jg., 1963, Heft 51,S. 113.
(36) P. Rump, Alter und Name Altenas, S.181J 同じ箸まの Die Bedeutung der fruhmittelalterlichen Eisenge- 

winnung-*-, S. 56ff.また後の論文でルムプが引川している RoW Sprandel, Das Eisengewerbe im Mittelalter, 1968 
纖者未見〉も参照，

(37)シトー来修道院のホ他— ロツパ工業に対する寄与■については，A History of Technology, ed. by Charles Singer 
and others, Bd. 2,1956, p. 610； Fratiz Hendrichs, Der Weg aus der Tretmiihle—Ein Abrifl der Geschlchte der 

Technik der neueren Zeit, 3. Aufl., 1966, S.17. を参照せよ《
(38). P, Rump, a. a. 0., S. 56f.; 0. H‘ Dohner, a, a. O., S‘ 46.12 世紀に城が建設されてからとの力，その飢 

主は或は南欧への遠征，或は相;2；の激対f，ehdeに14̂カ;な；̂、ゥた。これに'0 いては達し当り，F. Schmidt, Das Biichlein

-~~-133 X647) —
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さて，西欧中世の後半における 

技你?史上の画期的事実は，水力を 

動力源とした水IT M U W e が , ' 単  

なる製粉所の域をこえて，あらゆ 

る製造業のために利用されるに至 

ったことやある。 これによって封 

建社会め胎内ヤ，労働節約型のエ' 

業経済の巨大な第一歩がふみださ 

れたのである。 わち， これま 

で主に人力をェネルギ一源として 

いたのが，水力に代った。そして 

水車の回転運動を伝導装置により 

様々の回転連励や上下運動,前進* 

後進運動に変え， この結果，応用 

範M が飛躍的に拡大したのである。 

鉄工業の分野に限ってみても，製 

鉄，锻造，研磨， f針金）伸線等， 

全ての工程において，水力作業場 

が登場してくることになる。製鉄 

の場合には， これまで自然の風か 

手または足踏みの鎌で火力を起し, 

維持していたのに対し，水力によ 

る觸が利用されることにより，高 

温による効率的な溶解が可能とな 

る。また，後 の 4 メークア前後の 

高炉に比べれば，低いとはいえ3 

メ ー タ ア 前 後 の 高 さ の 送 風 炉

針金 : t 業町アルチナ

図 ？a ビリングッチn (16世紀）の水力仲線場

i -i-T~r lHjl[i*iYm*î n' rYi•fwi'nu'iif riii>i)r'i(；i<iiV-ii-y-|[|î

0  7 b 18世紀手動の仲線機

ダヴィソチの伸線合設ま|调

A W

_________  . -i

■;C ' 翁
タ r • I

：

Il I U

(n；40)
Blasofenまたは鉄片炉Stiiekofenが登場し， これが徐々に高炉に変ゥて行くのでもる。 この過極

. von der Burg Altena, 1949, S , 10 f., 22, 26, 28 及び L, v‘ Northof, Die Chronik dor Grafcn von der Mark., 

, S. 61 fF.を参照せよ。 •

法（39) A History of Technology, op. cit., pp. 601*̂ 61も H. J. Forbes, Man the Maker, 1950, p , 112 ft»; 6* H. Dohner, 

a. a, a ,  S, 33ff., 49fL

(40) J, W, Gilles, Der Stammbaum dcs Hochofcns, 407 fL, L. Beck, a. a. 0„ Bd,1,816 IT., Bd. 2, SS.177-205.;ん 

Luck, a. a. O'* S‘ 32ff‘； 0. Johannsen, a‘ a. 0 ‘,S.86,176; E. Erwin Stursberg, Geschichte des Hutton- und Ham-

~ 1 3 4  (648) ■~~~- ‘
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図 7 d 水 力 仲 線 場 ( 1 8 世紀）

D. H. Dohner

表 1

植 民 期
' レ ン ネ • フオルメ  ,
エネッぺの3主耍河川

その支流 小 計 高 地 m 計 %

第ユ（AD 400まで） 13 3 16 '13 29 5%

第2 (AD 700まで） 46 41 87 48 135 25%

第3 (AD 800まで) 24 37 61 84 145 26%

第4:(Ar> 9S0まで) 4 9 13 32 45 8%

第 5(AD1200ま 5?) 25 29 54 98 152 28%

第6 (AD1200以得） 10 21 31 14 45 8%

総 計 ： . 122 : 140 262 289 551 100%

% . 22% 25% 47% 53% 100%

る。当ザウアーラント地方で針全；！:業の原料として有名を馳せたオゼムント鉄Qsemundeisenも，

第1次の製練の結果造された鉄鉄Roheisenを焼き戾し'Anlaufen 方法で精練して造り出され 

た,柔かく，しかも強御な鉄のことをも; う)。また伸線の方は，これまで引き& き用鉄板Zielieisenに 

あけられている細い穴に; 鉄を通して道具でもって引き抜いていたのか，今庶は延長された水車軸

にカムをとりつけ，回転運動を前進•後進連動に変えることにより,水力で伸線作業を行うように
 ̂ ■ - ' . . - - _ . ,

' merwesens i m  e h e m a l i g e n  Herzogtum Berg. Beitrage zur Gesch i ch t e  Remscheids； Bd. 8, S. 要すに，0  la

の高さがさらにfきとなり，水力で送風されるJ；う}こなつたもの。
注( 4 1 ) F. Schmidt, Das Osemund-Gewerbe im Siiderland, S. 42ff.乎.炉で沈欲を溶しこれを捧錄の先て'槐件しつつ‘ ： 

分を祐鉄にまきつけ( « ) . これを般展し, 雄鉄をつくる。なお，ォゼムントCteemvinclの 語 源 に つ い ス サ  
- デン説 （し Beck, a.a.O.. Bd.1 .S. 830, Bd.2.S.232 f f . ) とlirゲル々ン説（F. Sfihmidt. Das Osemund-Gfewerbe -,

S. Iff.)等独々の説明がある， .

---135(649) -~~
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(注 42)

なった(図7a, b, c, d)o

かくて, この種の‘水力作業場の登場は，従来の鉄工業の立地条件に決定的な変化をもたらす。す 

なわち,これまで鉱石や燃料資源め在他の近くで自然の風力利用にも適していた高地の森林地帯に
- . ' ■  ,-■■ ■,- '

あった敦鉄(溶解) 炉や般治場は放策され， 河川, 特に急流で本力利用に迪している小河川の傍，つ
. ■ ■ 、(î 43)-.

まり谷間の地域に水車小屋が林立するよ' うになるのセ、ある。

こめよy な産業立地上の変化を端的に示してくれるのが, 遊来慮んとなった地名学の成果やある， 
：■< ： (£li44) ' ■ ■ ..*.. .

今,地方史家シュタム:の作成した表1 を参照すると,1200年 、ら始まるとされ;5 当地方わ第6期(つま

り中世最後) の植民時期fc翁生しナこ集落には，-hUtte (製辣炉),-schmitte (銀冶場y, Sinderhaur (金展

の山)♦ -hammer (鎭造場)，-\valze (法延場)，-rolle (伸線場) , -muhle (水力作業お)，-bleiche (漂白場),

Flafikamp (面麻畑ン，SteittkUhl© (石炭;)★-thal (i|̂各)め語建または語# の'o いた名称が4^ えられてい

る。すでに最の參落名から読みとれるように, これちの新しい集落は&の地方に豊富に存在する

河川, 特にレンネ, プォルメ等のルール河ま:流のさらに分流だる小河川に沿って発生したもので，
《注45》

水力を利用しての工業施設の誕生によって出現した工業集落であっナこといさ。

ゾユネッケンは，1830年 の （リューデンシャイトを中心とする）ザウアーラント地方酉部における土 

地台帳原簿Urkatasterkarteから， 同じように，製 練 場 Hiitteや 鐵 洽 場Schmied (schmitte) や植打
(注46) ■ ,

ち Sinder (singe, sange )の付いた農地名を書き出したぅそして， こ れ を.「森の锻冶屋J 時代の直接 

製教炉の遗跡及び，1804年にユーフ：C ルスマンが調査しテこ当時の鉄工等関係の水力作業場と共に同
(注 4?)

じ地図の中に書き込んだのが，図 8 である。 この図が明白に示しているもの，それは:後世に水力作 

業場が大量に発生した場所には, HUtteや Schmiedの語粋め農地名が密集しているのに対し，中世 

中期の直接製鉄炉の密集地帯には殆どみられないという事実である。 ， .ギ

さて，以上に紹介した鉄工業技術の変化とそれに伴う産業な地の変化は，一#:,何時頃に起った 

まず, 西欧全体でみると，数世紀の前史をふまえて，13世紀には本格化し始めものであろうか？
(注 48)

ている。とりわけ，注目に価いするのは， フランスのシト 派修道院が水力作業場の言及に果した
(?fe49)

積極的な貢献で，多 く の 文 書 が1 2 世紀に锻造場，艘洽金に閱し作成されたという。

注(42) Peter Frebel,Zur Pachsprache der Drahtzieher-*-,の第1 文 in： Der Marker, 8 Jg., 1959, SS. 214-219; 0. H. 

Dohner, a. a. O.. g. 33 If .,特に S. 37 の因は旧 7b に引用。 >

(43) M. Spnneckcn, Rennfeuerhiitten der Waldschmiedezeit**-, S. 126.

(44) K.-E. Stamm, a. a. O.. S. 29fF., 146, . '

(45) Ibid., S. 38 ff.； Eduard Samer, Die landlichen Siedlungen des westlichen Sauerlandcs, Di旧‘ Munster, 1932, S. 

21 ff., 35 ff; A. Meistei*, a. a. 0., S . 134IT.； E. Voye, a. a. 0., S. 38, 95 f.

(46) M. Sonnecken, a. a. 0‘, S. 125. -

(47) M. Sonnccken, Die mittelalterlicho Eisenindustrie im Ludenscheider Raurn..*, S. 33； P. A.ん Eversniann, Die 

‘ Eisen- und Drahterzeugung auf Waesermerkch zwischien Lahn u. Lippo und in den vorliegenden franzosischen

Departments, 1804, S .192 f f .及ぴ想-末の地図。この因に示された洛解炉跡は1957年当時のものであ)り，その後さら 

に発掘数が袖大したのでにある力*、本文で指摘している®向に变ウはない。

(48) A History of Technology, p. 601 ff,; R. J. Forbes, op, c it,,わ.

(49) A History of Technology, p. 610.
. . .  ♦
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図8 リューデンシャイト地方中世鉄工業の分布

農地名は183pil̂ の土地台帳原 

傅から M. SSnnecken 

1957
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(注 57) 

ている,

②

锻及び沖線場 

製粉場 

製紙場 ’

10km

18(H年のエーフ;r.ルスマンの産業地図による

これに対し，産業考古学の成果に基き, ゾ;nネ ッケ ン は11〜1 4世 紀 を い わ ゆ る 「‘まの锻
(注 58)

冶星J 時代とし，水力利用の方へめ転換は14〜1 5 世紀に行われたとみている。 アルチナにおける 

住 民 活 動 が1 4 世紀初頭に教区教会を成立せしめた事実を考えると， ゾ:Cネッケンに同意する方が, 

より確実な推定だといえよう。

さて, アルテナの場合，その水力利用は，製 鉄 （製 就 精 練 ）め為だけで、はなく，むしろそれ以上

注(57) K.-E. Stamm, a. a. O., S. 29 f..

(58) M. Sonnecken, a. a. O., S. 126.139f. ; 0. H. Dohner, a. a. 0., S. 33if, 40IT, 49I l f .ドエ一ナアもこの地方のポ

力利用は14世紀，御こ半ぱ以降になって始まったとしている。’

• —— -139 (053)---
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0 9 ISOO年頃の:T：場装置の水力矛0用

針金工業gjTルテナ

では，ザウアラントにおいてはどうであゥた か ？ このことを考えるに当り，まず隣接諸地域に 

目を注ごう。第 1 に，今日古ゲルマン時代からの製鉄及び鉄加工の伝統が考古学的に証明されてい
■

る当地方の南部のズィーガア‘ ラ ン ト （X ィーク地方）Siegerlandであるが，そこでは, す で に 1311 

年に 文 書 の 中 に rプ ウ フ • デ プ • ヴエステにある製練場，9デナリウスJ KieMashuttevf der Weste
(fl-：50)

IX  de n .とある。 これがズィーガア* ラントにおける水力利用の溶鉱炉に関する文献上の最初の証 

拠だということに関しては，若 干 の 研 究 者 が し て い る ダ I 鉄工養の技術史家のオットー• ョハ 

ンゼソは， この製練場が代宜オッ.トー• フォV ...ヨハンゼンの息子たる牧師ヨハンネス• フォン . 

ズィ一ゲンの寄進の一部であることから， とれがタ:親からの遣産でありうるとして，1250年頃には
- • ,  (tt52)

.すでに存在していたのであろうという。 1311年という年代 'からして，ズィニガ .ア • ラントの水力利
(注巧〉

用 が 13世紀に始まった見解が有力である。
 ̂  ̂ . . . で .

次にマルク伯領ザヴアーラントの西に位置し，長年， この地方と競合,相補の関係に立っていた 

ベルク地方をみよう。 こ こ で は I 252年にフラーンデレンとゴ•ノ一の伯滴.夫人の仲買人用関税镜 

MaklerrolleにグーリンV'ン Zolingheの 「商品束j bandehともり， 13 世紀以来この地方で鉄製品 

の加工業の與隨がうかがわれるのであるが，水力作業場が文書に登場するのは，14世給になってか
ぐ注54)

らである0 1327年に， グーリンゲン(6南方のライヒリンゲン近辺のムールバッハ河畔に研磨用の水 

車の存在が確認される。なお, 未確認の情報でゆ1310年にゾーリンゲン教区内r 研愈水車が存在 

したという。 当地;^ の金属工業史の権威シュトルスベルクによれば，少 な く と も 1327年より以前 

にすでにかかる研磨水事が存在したら(し

ところで以上の隣接諸地方と比べると， アルテナを含むザウアーラントにおいて鉄工業用の水車 

か文書に登場してくるのは，勉〜1/4世紀ほ:ど，後のことである。‘これから考えれば， この地方での 

水力利用はやや遅れて始まったとも考えられる。力も，シュミツトは，先にのベたように，ネッr 河 

畔にある司祭の伸線場Pastoii R o lle と呼ばれる水力作業場の存在から， この地方でも13 世紀後 

半に水力利用が始まったとしている。 また,シュタムは溪谷の工業集落の成立期を13世‘紀以降とし

注 （50〉 Wilhelm Guthling, Die erste Erwahnungen vori Eisenhiitten im Raum Siegen, in： Siegerland, Bd. 46,1969 
Heft,1,S. Iff.

(51) ん K, Hombcrg, Westfalische Geschichte, 1967,. S.185 j 0. Johannsen, a. a. 0‘，S.143 ； Hans Schubert, Gê hichte 

der Naesauischen Eisenindustrie von den Anfahgen bis zur Zeit d, dreifiigjahrigen Krieg ,̂ 1937, S. 3f; W. 
Gilthling, a. a. CX, S. l.ff.

(52) O. Johannsen, a. a, O., S. 143.

(53) 0. Krasa, Die mittelalterliche Eisenverhuttung*--, S.10； Franz Petri, Das Siegerland:Geschichtliches Grenzland, 

in: Das Siegerland, Vcroffentlichungen des Provinzialinstituts fUr westfalische Landed uhd Volkskunde, Reihe 
1,Heft. 8,1955, S, 31；H. Schubert, a. a. 0., S, 31 、

(54〉 E. Stursksrg, a. a, O., S .10,12； ■ Otto Bauerrtiann, Zeittafel zur Geschichto der Stadt Solingen, 965-1950, S.11.
(55) 1327 年の件は E. Stursberg, ibid., S .18 を参照，0‘ Bauermann, ibid., S .12.ィホアーマンは‘1327 年の情報を収 

り上げず, 1310年の情デの方には，正確な史料が無いとしでいる。披によれば，ゾーリンゲンで文書にはっきりと，水 
P.*J付きの研磨小Jg Bchlipkotten mit ihren wasserschleusenが登場してきたのは，.1515 ；̂̂のことだという. R Stura- 
herg, ibid., S. 22.IT.

(56) P. Schmidt, Das Drahtgfewerbo in  Altana-S.14. .
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に 針 金 製 造 （伸線）の為でもったことは，先 に M 世紀末の文書にみた通りである。前者は， 1̂ 接リ 

ューデンシャイト地区におけるオゼムy ト鉄精練の專業化や精練原料たる餅鉄のズィーガア♦ ラン 

トからの移入が本格化するに及び, 後者に度倒されて行くことになる。リューデンシャイト地区にお 

け る ほ ぽ 同 時 期 （14世紀初頭）の水力利用の開始（ザウアー,レンダアの推遣59〉や先に引用した14世紀前 

半から半ばにかけての当地区からの鉄鋼の輸出記録から, オ ギ ム ン ト 鉄 ま 造 及 び そ の 第 1 次加工 

(粗針金伸線Grobdrajitzug)は 14世紀に專業化し始めたといえよう。 また, 地元cb製鉄の方は14世 

弟己から15 世紀に力、けて未だ若干行われH：いたとはい£ その数が急速に減/> 1 ：て行ったことや， 

後のベルク • マルク地;;^へめ魏鉄供給の拠点, ズィ " ガ ア • ラン ト北部のミュレゼナア. シュター 

ルベルク鉱山が is i3 年に始めて文書r 昼場するとと，また, ヴ&ストファーレン南部の >、ンザ都市 

ゾーストの市民登録簿（1302~1449年) に 17.人のズィーゲ.ン出身と目すべき者の登録が行われてい 

ること， これらの諸事実から，ズィーガア . ラントからの鉄鉄の移入はI4 iijrfcにすでに開始され 

たといえよう。但し， これが本格化したわは，恐 ら く 15世紀であろうことは， ゾースト市民とな 

ったズィーゲン出身の者のうちI 5人がI 5世紀前半に參中している事実から推定しうるのである。

かくて，9 世紀頃から始まり，11〜1S世紀に全盛期を迎えたぽ部ザウア一ラント森林地帯の製鉄. 

加工業は，M 世紀以降に地域的に專業化し水力を利用する鉄加工業（伸線）へと転換して行った。 

それに伴う工業設備（水力作業場）の小河川溪谷への局地的集中が， アルテナ， リューデンシャイト， 

イザロー ン等のエ寒都市を発展させたことほ，すでに十分逾解できよう。中でも, 他の生業条件を 

全く欠いたレンネ中流のアルテナが，欲工業における技術革命の結果,飛躍的に都市化の道を歩み 

始めたことは，いうまでもない。以前は約7 キロ以内の周辺地域に存在した森の般洽場に対■し今 

や，ネッア河を中心にフフハアンべツクBrachtenbeijk河， ラ'~ メ デ Rahmede河といったレンネ 

の 支 流 の 比 較 的 狭 い 地 域 に 水 の 毅 冶 場 が 出 現 し て 行 っ た の で あ る ■

. . • .

第 3章都市的定住アルテナの性格

本ぎでは, 前享におけるアルチナ周辺の鉄工業前史を考慮に入れて，1367年に賦与されたアルチ

ナの特権を再度取り上げ，その都市的定住の性格を推走してみたい。我 '々は 第 1 章においヤ, すで

に，特権の概要を紹介した。 これをアルチナ周辺鉄工業の推移と重ね合わせてみると， まず目につ

くのは，値邦内部での関税免除という例外的な経済特権であろう。 これが住民のIEE盛な経済活動を

前提に与义られたのではないかというのが，我々の推走であったが，新しい研究方法に基く新事実

の発掘は，その正当性を証明してくれたのである。 世前半以来の製鉄業の展開と14世紀初頭以来

样(59) W. Sauerlander, a. a. 0., S, 64 ff.

(60) P. Petri, Das Sieger land …，S, 32,

《6 1 ) K. -B. Stamm, S,16t, Anhahg, Abb, 22.
■ ■ t
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力 作 業 （伸線）場のより局地的な集中がそれである。 そして， これ等のま宾によって，一i の文書 

史料が断片的に物語っていた当地方の鉄製品商業の実在が，より確かなものとなった。すなわち,当, 

地ガの姨工業がすでに数世紀にわたる歴史を有していたことは，その製品Pî 路にっいても局地的な 

範囲をこえた， より広範囲の市場を必要としたに相違ない。まさに， こうした住民の経済活動の活 

発さこそ， アルテナに関税免除の特権が与えられた}If以であもう。 第 1拿 （6 〜6真及び注20) で 

紹介した13世紀初頭におけるアルチナ城（及びその所領）の異常なito直《，こうした脈絡の中で理解 

されるべきなめかもしれない。

さて，特権文書と鉄工業前史との関連において一層重要だと思われるのほフライハイト•アルテ 

ナめ地域範囲とそとで新しく確認された市民共同体の性格セある。すでに紹★したように,アルチ 

ナには，フライパイト， ミユ一レンドルフ, ネッチとよぱれる3 地域が存在じ(図2) , これらの地. 

区の住民が何時， 市民共同体として融合したのかをあぐり， ラッペ*^フォン• ヴィンタアフェル 

トの間で、論♦ が行われためであった。前者は，I36?年め 1̂#権賦与は古くから都市的定住であったフ 

ライハイトに， ミューレンドル7 とネ>,チ地区が市民共同#:として加えられたのだと1;*̂ザ。後者は, 

ミュ一レンドルフにっいては，1382— 1393年の間，ネッチにっいでは16世紀に起草されたと思わ 

れるアルチナの!^治規定の寸前にフライハイトに合併されすこではな、かと[ケザ。 このような主張 

をなすフォン• ヴィンタアフルトの最も重要な論拠は，1367年の'持許状の冒頭のプライハイトの 

地域範囲r 関する，彼女独特の解釈でもる.。す で に 第 1 章で示した通り.， 私はこの条文を， 「その 

自由の及ぶべき範旧は， アルテナに家々が建っている服り，っまり我等のアルチナ城の周辺四方で,, 

卞<^内部で;は常に自由である。J と訳す。 ところが，彼女の訳によれぱ自由の範囲はア'ノレテナに家 

々が建っている服り，，っまり我等のプルテナ城の凡ゆる斜面及び城内部」となる。彼 女 は ,以 上 の  

解釈から， アルテナの集落特権が城内部の自由，いわゆる城碧の平和Biirgfreiheitを根拠に発展し 

たこと， ま た 城 の 凡 る 斜 面 と は ，南侧の比較的緩やかな斜面を金頭に書かれたものであること， 

この2 っの結論を導く。そして, 1367年の特権が与えられたのはフライハイト地区のみだというの
(住3)

である。なるほど前半の解釈は明らかに無理だとしても,後半を城内部と解釈できないわけではな 
■ , ‘ ( H i )  * *

い。事樊，従来の解釈もこの線で行われてきたのでもる。だ が ,問 題 は フォン * ヴ ィ シ タ ア フ ル

ト自身も戸惑っているように， ア ル テ ナ の 地 形 か ら し て と の 限 定 が 何 を 意 味 す る の か で あ る &

注（1 ) 第1章121K 及び注(37)を参照。 •

( 2 ) 策1章121買及び注(38)を参照。

(3) L. V. Winterfeld, a. a. O., S. ；388ff.

(4) Quellen u. Urk. z, Geschichte d. Stadt Altena, S. 38ff.； K. Vorlander, a. a. 0., S. 50.つ' レ’；/ぺの方は"auf ali

en Seiten um unsoro Burg zu Altena und innen darin, froi fur imnier."フォア,レンダアの方は♦ "auf alien Seiten 

lun unsere Burg zu Altena und innerhalb derselben, frei fiir ネminer."と訳している。’特に要約の中で.um die 

Burg horam und d a r inと述ぺているフレタべが, プォン. ヴインタアフェルトと同後の解釈を取っているととは明,

' 白である《 , . ； ,,：
(5) L .サ‘ Winterfeld, a‘ a. O., S, 389.,彼女自身夕}•態 Vorburg力5所在したかどうか，またしたとすれぱ何Mに所在し 

たかを全く でいない。
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彼女は，外 部 の 豐 Vorbiirg内の土地か， これと本造との問の土地とかの推定を一応はしているも 

のの，詳細は不明という。

し力、し，元来険しい岩山クルーゼンベルクの突端にそそり立つアルチナ城は，外碧の必要の‘無い 

堅固な城磐であったし，マルク伯を始め家臣一^同が平和時には， レンネ右岸のフライハイト地区か 

らミューレンドルフ地区にかけて居住していたことは，多くの研究者の確認する所である。

従って， フライハイトの地域範囲に特にf■城内J と規定すべき理由は全く無いといわねばならな
(住6》 -

い。フォン • ヴィンタアフ：nルトは城豐内の地域をフライハイトの一部として明確に記載した事例 

としてオスナ一プリュック司教値のイープルクを举げている。すなわち，そこでは1359年 に 「現在 

この城もしくはフライハイトの内部で市民または住民たらんと.欲する人J we nun in dessem slote
• , ,  (注"

eder vryheyt borghere ofte bur werden w illすベてに特権が与えられたとする。 ところが，市場町

イ一プルク'の制度史を詳しぐ分析したプX ルトカムプは， こ の s lo tがフライハイト.vryheil;^と並
」  （法8)

ぶこのmrの呼称であって，城 碧 Burgの意味ではなぃとゎざゎざ断ってぃるのでぁる。 この定住が

注（6) 结 1章 I 22,123買及び性(4 1 ),(42), (43)を参照せよ，なおヴィンタアフュルト自身も，アルチナにおいては，家臣 

団の居住地力';城内ではなく，城外のレンネ右岸のフライハイト地区に市民の居住地と混在しヤおり，しかも法の面で家 

臣団とは独立して市民の法力獄めちれた点で，ヴ:n ッタアよりも市民的な性格の定住地でちったといっでいる。 L. V. 

Winterfeld, ibid., 389f.

(7) Ibid., S. 389; Friedrich Philippi, Zur Verfassungsgeschichte der westfalischen Bischofsstadte, 1894, S. 88. 

Anhang, K. Osnabriiekei. Wigboldsrechte,1.(1359).

(8 ) Heinrich Feldkanipf, Verfassung des Fleckens Iburg bis zum Jahre ；1657, in：Mitteilungen des Vereins f. Ge-

schichte u. Landeskunde von Osnabriick, Bd, 40,1917, S. 293fF.フェルトカムプは. イープルクの都市的'定住につい 

て最初の特許状（1359年賦与）にはs lo tとかvrylieitという呼称がさ場していることを指摘しそれから判ることと 

して，そのslotが城を意味するものではなく，むしろ-ホ民的定住地に与えられた呼称だとしている。そしてその例証 

として本来城碧を持たなかったクヴアッケンプリネックQuaHenbriidi力t同時代に矢張りs lo tと呼は*れていた事契を

あげている。

だ力；，Niedersachsisches Stadtebuch, Deutsches Stadtebuch Bd. 3/1. 1952, S. 297f.を参照すると，1235年同じオ 

スナープリュック司教によb市場町となったクヴアッケンプリュツクは，莊園庁の土地の上に計画的fc■建設されたもの 

で，外漆と柳でIfflまれ，そ'の後にお造の塔K  (塔付きの騎士住宅）力*、あった，都TfJ,建設と共に設置された僧院の力は力

弱く，15世紀の後半まで市参事会は専ら騎士4人によって構成（市-長なし）されていたし司の裁判権も強大でibっ 

た。執維者は，騎士の搭屋Turrawohnungを防衛設備すなわち小城と看做すと共に，その居住者の騎士達の強い影響 

力からこの町が中世にs lo tと呼ばれたとしており，フェルトカムプのように城柴の痕跡お̂無というのは行き過ぎと思

われる。.なお Deutsche Historischen Statten, Bd. 2, Niedersachsen und Bremen,19, S. 332 ..も参照。-

このようなイープルク及ぴクヴアッケンプy ュックの银落としての共通性から, 私ゆslotを防塞集:落と名付けたい。

確かに，いわゆる城下町という性格も者えられるめであるが，城の傍に都ホ的定住が発,l iしたとこ/:>で，すべてこの名

称が与えられたわけではな、、以上，一般的な城下町という表現では弱、のでる。ますこ, s lo tには城以外に深い溝 

(slot) の意味があり August Liibben, Mittelcleutsches Handworterbuch, 1965, S. 355. これにまれた集落という解

釈もあり5る （但しイープルにっいては溝乃至掘の存在は雄認できぬが,1359^^当時士ザニゆ{1011«]|は存在していた)。

.この意味もきえ，防進级落(dcr befeatigte O r t )と解しておく。

なお，イープルク135啤の特許状の開速筒所を卯【けると，P. Philippi, ibid., S. 87iT. 「…この状をもってイ- 

プルクの防瘦雄箸と その中に住んでいるか， 今後住むだろう者，またここにf4Jき記す力法にてぞこに乗りこむかやって

来る者全てに公けの【ぬ1!を与えるoj ghevet in dessen breve eyne openbare vryheit dem slote to Iborch unde alle 

den ghenen de dar, inne wonachtich sin undo nu vortiner wonachtich werden und dar invaren, unde komeft in

fiodane wya, also hir na screven eteyt. 「この防塞.集落t たはプライハイ.ト内に化む市民層全体j alle do meynhoyt,

de binnen dessen sloto unde der vrygheyt wonet…. rこの防邀依想乃至はフライハイトの必耍に応じj, in des slo-

tc£fbederf eder vryheyt,『現在この防塞級-落乃至はこのフライハイトにM化するか，そこへ棄り£むかやゥてくるあ全
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早くから城もしくは修道院とは別個の定住地，すなわち，防衛施設をもつ防塞集落として発達した 

こと， しかも特権賦与に至るまで城内家臣;の影響力が強かったこと， こうした事情から防塞镇落
、 «L9)

B lo tと呼ぱれたのではないかと思われる。い ず れ に せ よ ,領 主 側 の イ ー プ ル ク 城 と 道 院 Ilmrger

Burg und Kloster力';s lo tとよぱれたわけではない。

カぺて， フォン• ヴィンタアフCCルトや従来ウ史家のように，dariii bynnenをアルテナ城内と解

することは無意味であることになる。で は darin bynnenを，私訳のように広く， アルチナ城肩辺

の住家の存在する地城内と解す‘ることは可能だろうか？ 我々はここでアルチナ©特許状に言及さ

れているヴュッタアとプランケンシュタインり特許状における地域限定の形式に眼を向けよう。前

者 に は rヴCCッタアの防壁内部における完全な自由を確認し， フライハイトと村と所厲地域全域に

おいて，そこに現に住んでいるか，今後そこにやってきたいと思う限,りで, ケ ッ タ ア 市 民 に , ' 以

下この書状に記されているよラな恩恵と権利を与えるJ gestediffet eine gantze vryheit binnen der

nrnren tho Wetter und geven den borgerii van Wetter in der vryheit und in dem dorpe und in
1

dem gantzen eigen, also vere als dat wendet, de dar nu sind off immermere .tokommen mogen,
. ' .  (注10)

also daine gnade und recht, als hierna in dissem breve geschreven steith..後者の場合， 「古来の 

自由が昔からそうであった限りで， プランケンシュタインの山林地帯の内侧における完全な自由を 

確認し，現にフライハイト内に居る力、， または今後やってきたいと欲する市民にはこの書状で以下 
„ ■… , .

に記されているような恩恵と権利を与える」gestedight eyne gantze vryheit binnep dem haegen to

て」alle de nu in dessem slote unde in desser vryheyt wonachtich sin unde dar in varet ofte komet, rこの 

防塞ifeデをまたはフライハイトで市]^または住民たらんと欲する者J we in dessem slote eder vryheyt borghere ofte 

bur werden wil..、. r この防塞後落またはフライハイトて’死亡する者j  we in dessem slote eder vryheyt vorsterv- 

et…， 「彼等がフライハイトの中に住むか../ j se wonen enbinnen der v r y h e y t-「誰でも，我等の役人乃至は市参事 

力';;巧flし同意することなく，この防塞集落の柳を夜で^>ろうとおであろうと乗りこえたり，囲ぃ〔恐らく柳の内側に 

ある堤防のような土疲の回ぃだろう〕を壊す者は…‘..J stege we over de planken desses slotes nacht<?3 ofte daghea, 

oft den haghen delghede sunder witscap uiide willen unses amptmans unde des rades. ffJBいの前にる彼の〔保 

蒋義務に属する〕椒を改良し，正しく維持しなぃ者は, J we syne tune de vor dem haghene staet nicht en beterde 

unde bowarede,... f*上記のフライハイトは★ 2本0 境ホ棒カ’、ハーゼデイクの士手に現に立つ^4にまでに限られ，防塞 

集落の別の側では1本の境界捧がダルプデイクの前に現に立つ勉までに，また3本の境界棒がハーゲンベルクの門の前 

に立つ処までに及ぶぺきことDesse vorscteven vryheyt de seal Raen also verre, also de twe renbomo nu staet 

van den damme des Hascdykes unde up ander zijt des slotes also verren also de renboem nu steyt vox* dem 

Darpdyke unde ok also verre, alse de dre renbome nu staet Vor der Haghenberges porten,

' 以上の引用から，我々はslotなる呼fホがフデハイトと別の城碧地域を指してぃるものではなぃことをフェルトカム 

プと共に確認しうるのである。

> ± (9 )注(I3)参照6 H. Feldkamp, ibid,, S； 2941, 302fF. 322ff. 3431, 369, 371 ,フズルトカムプによれば，修道踪の方の 

城皆（m in i城壁〉は1255^^の公記錄にすでに現われるのに対し, 市民的定住地の方め:防備施設（va llum防働は>: 

1276づと1293ギの問にられたと推定されるとぃう。そして，この市民的定住地の自治権カ渐主権の下にお力、れぃた 

とぃう意味で強1/、制服がibりたとは!̂ 、え，家fな回はイ一プルク城，市民は供だv illaイープノレクにそれぞれの法城をも 

ゥてぃたのである。但 し 1359^^の特許狀には?|)'参事が家臣から3名, TiJ民から3名と規定されており，こうしたこと 

力、ら, •後に家臣0 がツライハイトめに^5住し，フライハイトの法に従ったとぃう可能性も強ぃとぃわれる.

(10) R. Buschmarin, a- a. O., S. 1381T.; Ernst Denzel, Wirtschafts- u. Sozialgeschichte der Stadt Wetter, in: Beitr-

der Grafschaft Mark, Bd. 48,1950, S , IfL, 28ff., S, 247, 248； Quellen u. 

Nr. 22, S.32ff, Nr• ね, S. 36ff.

zur Geschichte Dortnjimds und 

Urk. z. (Jeschichte d, Stadt Altena,

143(657)
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Blanckenstein also vere ind also wyde, als die aide vryheit van aides gewesen hett, ind geven
*

den burgeren, de nu in der vryheit synt off ummermeir tokomeii moigen, alsodane gnade ind
L  , m i)

recht, als hienae in desen brieve gescreven s ta it .と も る 。

さて，確かに， ヴュッタアの場合, 最 初 に 防 壁 内binnen der m u r e nという限定が出てくる。そ 

して図10a, b から判るようにこの防壁はヴッタア城と共通のものであるから，城壁と解せられ， 

フライハイトの成立した地所は外磐の部分ととらえられよう。そしてそこには，市民と城内家臣が 

共に虫活しているのみならず，相冗に告|/̂できたのであるから， ヴュッタアにおいては，成る程度
(注12》

ツォン• ヴィンタプフュルトの主張が妥当するかに思える。だがとれは城に直接に接した地点で防 

壁内部にホ民的定住地が生じたヴCCッタアの特殊な事情で，防 壁 内 部 binnen der m u r e nというま 

現ははっきりした地域限走であり，直ちにフライハイト内in der vryheitと言い換えられておる

注ひi) Alt-Blankenstein, Urk, Anhang S. i2 ; Quellen u. Urk, z. Geschichte d. Stadt Altena, Nr. 22, S. 32ff. 

(12) R. Buflchmann, a. a. O., S. 139, 143; Quellen u. Urk.-. Nr. 22, S. 3も Nを 23, S. 36.

144(65^) ---

のであるから厳密な意味での•■城の中J という表現.と は 異 な る と い わ ね ば な ら さ ら に , 防 壁

内のフライハイトめ外侧にある村とその所属地Eigen (耕地，牧草地, 森林）の内部においても， フ

ライハイト同様の特権が認められていることは,アルテナと同じようにここでも複数の定住地域を 
, 一 ai：i4)

確認.しうるのである。文書中ではしぱしぱフライ.ハイト内部enbinnen der vryheit .という表現と. 

enbinnen dem eigen所属地内とI 、う表現が， 同義語のように交替して使用されており, 1355年の

注.(13) E. Denzel, a. a. 0., S. 248 (Karte 15); R, Buschmann. a, a, 0" S. 24ff. 133ff.プッシュマンによれば本' 

. '来のヴエッタァ城は!§110aの右端上の5Om—60niの長さ.の小地域に限られ，との周りに非翁に深いii j(内畑)が、あったと. 

いラ。これに対し，縱 220nv横 120mの広さの地域が堀と防壁で囲まれ, そこに家fg；の館と共に市民の住宅が建てら 

れ本来の外煤? らTfl場町へと推転が起ったのである，そうすると，ヴエッタァがすでに都市的特権を得て久し! .̂ 1355年 

においてr防壁内J bynnen der m urenといわれた時には，城内©意味よりは，フライハイトの'防擅Freiheitsmauer 

(R. Buschmann, a. a, 0 ‘，S. 154)め内部という意でると解釈する力が自然である。

(14) E. Denzel, ibid., S .18, 28ft.i R. Buschmann, ibid., S. 152ff.デンツエ.ルによれぱ，ヴエッタブの村は城よりも 

くから存在し騎士の館力*、あってAm S0Moliと呼ばれたという* また村とフライバイトは，都?I湖走住としてのヴエ 

ッタァの2つの極で, プライハイトの市参3がは双方から平等【こ1人ずつ適出され，そのIか冶体敛判とrl/K供会は村の力 

の教会の縫の菩提樹の木の下で行われたという。従ゥて， ッタアの場合には双方が平等の立場に☆っていたと考え 

られる。

- ■ 145(659) —

1 . 2 , 4 , 5 ,城内家臣の屋敷\ 

3,7m  、 Denzelの図I 5から作成

ノ Denzelの図16から 
作成
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10 a ヴCXIッタア城並びにフライハイト地ぼ(1825年）
針金工業町アルチナ 

図 10 h ヴ;t ックアの全域
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針金工業町アルチナ

特権再確認当時のヴ:n タタアのま由は，狭義のフライハイトのみ力、，ヴ:n ッタア村を含むヴCCッタ 

ア地区全体に及ぶものであったことは確実である。 -

こウような地区全体への自由の拡張という特権賦与の形式は， プランケンシュタインの場合に， 

もっと明瞭に読みとれる。円形の深い舞1 Halsgmbenに囲まれた城に対し半月形の外豐があり， 

これがまた外郭の土手と掘割と内部の防壁で囲まれている◊ この外皆の部分に城内家臣やその家人 

達の住居かあり，そこには本来の•'城の自由Jが保証されていた。だが，市民的定住はこの外碧の外 

伽にあった山林地帯Hagrenにつくられて行ったので，市民的定住を外のフライハイトdie UuBere 

：Freiheit,外磨の内部の騎士定住地を内のフライハイトdie bimierste Freiheitと区別して !̂チi| ! 。 

ととろで,.1355年の特許状を見ると， すでに形成された郭外の市民的定住地die auliere Freiheit 

の外側にもる山林地帯のHagenを取り上げ， その内侧という表現でしか， 自由の及ぶべき範囲を 

'栽定していない。 そこでは山林地帯の内侧bynnen dem haegenと Tbynnen der vryheitが同義で 

.語られているのである。 .

こうしてみると， ヴュッタアの場合に，最 初 に 「防壁内部J のま由と記されたのは，そこの市民 

的定住が城皆に隣接し共通の防壁内部に成立をしたと、、う特殊事情によるものでもって，そこに 

おいてさえより広い地区全体への特権賦与こそが特許状起草者のより一*層の関心の的であった。ま 

して， こうした特殊事情の存在しないプランケンシュタインでは，特権の妥当範囲の外枠だけが明 

言己されれぱ十分であったのである。

以上のような地域限定の原則にそって1359年アルテナの特権が解釈されるとすれぱ， 「その内部 

'THt darinbyimeli今後!^由であるJ という規定は， 「アルテナに家々が建っている限り，つまり我 

等のアルテナ城の周辺⑤方J という前半の規定を受けた地域的限定として表現されたものと取るぺ 

きである。 アルテナの場合，すでに旺盛となっていた3 啤区の住民活動があれぱこそrアルチナ城 

'の周辺四方J に自由を保11したのであるが，周辺四方という無限定的な言い廻しを, そ の 前 の 『家 

々の建っている服りJ につなげて，その範囲内という限定を課したと解釈される(み'T̂、ある。そして,
•  • ♦

それでもなおあいまいな地城の限定を補うために, 同 じ 1367年に敦判権妥当範回をより具体的な 

地 名 で 指 示 せ ざ る を え な か っ た の で あ ろ う ゾ

注（15〉 Alt-B!ankenstein,S.21f., 63ff‘ 2161T.筆者ヴァイスによれぱ，プランケンシュタインでは，家臣の館は1つの例外以 

外は全て外造の内側に免中し，そこは城内自|il地 Burgfreiheitに属していたが，市民の方はこの外部の森林地带に植 

民開拓して宛住地を造成して行ったという。ごこでは， ヴ31ツタァよりも城とフライハイトの二元的孩在が明破であ 

る。そして，ホ民的走住の興隆に伴い，外碧*も平和的性格を増し，1?世紀城力*、破壊されるに及び，プライハイトの一̂部 
となったのである。

<16) い ず れ の Wj■でもbynnenな る 言 葉 は ， 地 域 限 定 に 使 用 さ れ て い る と と は ，す で に み た 通 り で も る が ， さらに新しい 

例 と し て リ ュ ー デ ン シ ャ イ ト を げ て お こ う 。 こ の 都 市 が 同 じ エ ン ゲ ル ペ ル ト m 世 か ら 得 た 1364年 1 月 21日の特許状に 

•■そ の 外 部 に 住 む 者 に 都 市 の め 部 に 住 む 者 と 同 じ 権 利 を 与 え る べ き こ と ， 但 し … J dat die dar buten woen^n golyk 

recht sollen hebben als die dar blnnen dor stadt wocnen, mit s6d6ho underseheit ま た 1406年 の 特 権 確 認 書 に は ’

>■現にの中に住む者J die mi dair bynnenというま現がるし，1425年の特許確認書にはddi* enbynnen, dair 

irnieというま現がいずれも域限おとして使用されている。

■........146 ( ,660)
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か く て rアルチナ城の肩辺四方」で問題になるのは，アルチナ城の南側， レンネ右岸のプライハ  

イト地区， さらにその;lii側， アルテナ城の西侧，北側に位置しレンネとネッチの合流点を中心と 

するミューレンドルフ地区， さらにネッチに沿いアルテナ城の東及び東南の側をヒ細長ぐ延びるネッ 

チの3 地区で, 肩辺四方の表現ほ文字殖りいきることとなるm 1及び2)。 ところがフォン, ヴィ 

ンタアフCCルトは, 1 367年当時プライハイトめ特権の与えられだのば， このうちプライハイトだけ 

だとし,先に檢討した論抛以外にも次めような理由をあけるのである◊

第 1 に，1 6世紀に起草されたと思われるrフライハイト•ア ル テ ナ 自 治 規 定J Willkiiren der 

Freルeit Alteimの中には，市長並びに市参事会員選出についての諸規定がある。そ れ に よ る と  

市参事会員はフライハイト地区から4 人， ミれ^ レンドルプ地区から2 人， ネッチ地区からは1 人 

を選ぶべきものとされておる。そこにはプライハイト地区の優越さが表現されており，それが、1367 

年当時, 特権がとの地区にのみ与えられたとみる根抛とされる。 しかもネッチの1 人はそこの地区 

長でもり， アルテナの市長選举には何等の権限を持っていぎI7!。ネッチ地区は独自の市良集会を#  

つ工業集落でもり，I6 世 紀 の 「自治規定J の起草の直前にフライハイ
《注 18)

はないかという。’

アルテナに合流したので

第 ;2 には，1382年 と 1393年のアルァナに関する報道から， ミュ一レンドルプ地区をこの期間に 

後からフライハイトに融合したとする。すなわち，マルク伯の迎賓館Engelen H o fに関するもの 

で， I382年 に 「アルチナ村にJ in dem dorpe zu A ltena存在すると記述されて い た もの力t , 1303 

年 に は 「我等のフライハ イ ト アルテナにJ in unser vryheit toe Alteriaあるとされていることか 

ら， ごれをミューレンドルフに関する記まとして, 以上の結論:^導き出すのでfU n

注 ( 17) 16世 紀 に 起 草 さ れ た と い わ れ る r フ ラ イ ハ イ ト . ア ル テ ナ の 自 治 视 定 J W i l lk i i r e n  de r F r e ih e i t  A l t e n a め 躲 定 。 

J .  L a p p e , a . a . O ., N r . も S. 278f f . ネ y チ 遞 出 の 市 参 事 に は ， 彼 処 に お け る 市 民 の 首 長 d a t  h o u e t d e r  B o rge re  a ld a ir  

という注釈力 ;付 い て い る 。 こ れ に つ い て ラ ッ ペ は 全 て の 市 民 は こ の 首 長 の 助 言 に 従 う べ し と さ れ て い た と い う 。 J .  La- 

ppe , a . a . 0 .. S. 115. なお， 市 長 ， 市 参 会 ， 裁 判 官 の 相 談 役 (陪 審 ）6 人 組 S e s s e の 委 員 の 方 は ， フ ラ イ ハ イ ト > 

ユ ー レ ン ド ル フ の 方 が 一 括 し て 5 人 で あ る の に 文 ホ し ネ ッ テ の 方 は 1 人 で あ っ た ，

( 18)  L .  V. W in te r f e ld ,  W a n n  is t  d ie  F r e ih e i t  A l t e n a  e n ts ta n d e n ?  S. 391 . シ ユ ミ 、リトの報ずる  <*■ころによろ  > ネ ;y 

チ 地 区 ク ル ー ゼ ン 通 り の r鐘 楼 J  d e r  D o r n と呼ぱれた XE物 （本 来 マ リ ア 聖 堂 〉 が 地 区 の 市 巧 盤 会 場 で あ っ た ;i-い う 。 

R  S c h m id t , D e r  N e t t e r  Dorn, i n ： D e r  M a rk e r , 6 J g . ,  1957, H e f t  3 , S . 154.; J ,  L a p p e , a. a . O ., S. 115.

( 19) Ib id . ,  S . 382 f .  A n m *  も S. 390ff. R .  K r u m b h o lz ,  U rk u n d e n b u c h  V o llm e r s tc in ； 1917 , S ' 520 で 公 刊 さ れ た 報 道 に  

よると， 1382^ p , フォルマル 'シュタインの倾主ディートリヒ及びその家臣と友人及びその家族がアルテナにマルクイ白夫  

人 そ の 他 'を ufi問 し ■/l際 夫 人 達 は 彼 等 を を と し て ア ル ァ ナ 村 め の ェ ン ゲ レ ン の 飽 J to  E n g e le n  h u s  in  d e m  dorpe 

to  A l t e n a  で 敏 待 し た と い う 。 Q u e lle n  u , U r k .  z, G e sch ich te  d . S ta d t  A lt e n a ,  N r .  27 , S. 42 . " もこの記き ?は転:敕 

さ れ て い る 。 な お ， フ ォ ン • ヴ ィ ン タ ア フ ェ ル ト は , 1380年 に も ， との館にディートリヒが宿泊したというご

さて，Staatsarchiv Dflsseldorf‘の Marldsche Registerbiicher, B d ,1 , fol. Hr に写.しがもり， とれ☆フ十ン‘がィ 

ンタアフェルトがラタぺとめ論♦ の際に:iyめて引用した報道によると，（プレッペは，.この文書の全部をQuellen u, 

Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, Nr. 40. S, 52 f . に公刊している〉。1393年，々ルク伯ディートリb は|：̂；|分の館 

と中庭♦ 庭園をハンス. デン . ジュライバア《ブアン.♦ヘプシ; • ' 夫まに18ギの期媒で賃贷したという。この館は「我 

等のクライハイ♦アルチナのピルゲリム，ププン. アルテナの如とェンゲレンの館の間にJ in unser vryheit too 

■Altena tusschen Pilgeriins van Altena hove und Engolen hove 所在したとい. なお，この館自身は先代のェン 

ゲルペルトm世の時代にすでにゲルラハ* プォン. ホーフ;CレGerlach vdn Hoveloに賃i??されていた。

------ 147 (061、-------
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ところで，第 1の論点はアルチナにおける市民共同休の性格に関するものであろが，アォン.ヴ 

ィンタアフ3=>ルトはとの点でも1 3 6 7年の特許状につき重大な読み違いをしている。すでに第 1 韋 

でふれておいた通り，アルテナの特許状には, 二種類の市民が登場してくる。 . .

一方は, それまでにも伯爵家と特別の開係が深かったと.思われる市民であり，他方は第1の型の 

市民と共に（波まと共にmyden) フライハイト内に居保している者もしくは将来そうした形で受け 

入れられる者である。しかも後者はr市民もしくは住民」burgere ind bureとよばれ，第 1のもの 

I :区別されているのでもる。 、 ， ：

フォン• ヴィンタアフュルトは何故か「彼等と共に」myd e n の字句を省くことによカ，この区
" ' 《注:2ii

別を無視しても，1367年当時に（フライハイト地区住昂の)単の市民層しか問題にならぬとする。だ 

が, 特許文書は明をかに，二重の市民層を対象としているのであを。 • ッ

まず，第 1の種類の市民であるが，差し当り,これに当ると考えられるのはフライハイト地区の 

住民である。この地区が, 領主の館を中心とした住民定住地域であったこと,み,すでにのぺた通り 

である。これまでの地名学の班究成果によれぱ，ネッチ右岸の南端にある石橋Steinere Briicke寄 

りに伯簡家この館P fa lzがあり，これより南に庭園Hofgarten,北に果樹園Baumgarten (Bungern) 

があり，その北の隣接部分の市場.M arktを中心にフライハイトFreiheitとよばれる地区が発生し
(注22) ' , ん

たという。そしてこのフライハイ. ト地区の北端近くに，アルテナの教区教会（今日のルター派の教会）
(注 23) . - 、

及び市庁食Rathausが存在したのであ>る。 ,

この地区の住民にこそ1 3 6 7年以前に何等かの特権が与;^られていた可能性は大きい。このこと 

は，市参事会における優越した地位，修復義務のある橋（石橋）の位ft (フライハイト地区の南端にあ 

る）からも推定しうる。.またプライハイト地区の中でも領主の館と市場の間にフライハイトの地名 

が与えられたことも重要である。それは，フォン. ヴィンタアフCCルトがヴッタア及び.プラシケ 

ンシュタイン.について指摘した城内の自由の拡充形態たる外碧内のま由die,.biimerste Freiheit, eine
(«i24)

gantze vryheit binnen der m uren力" s アルテナにも存在したことを想わせるのである。但しいわ

注(20) m i章！15更及び注(8 )参照， ,

( 2 1 ) Lr. V. Winterfelも S. 389ff,なお Quellen u, Urk %, Geschichte cL Stadt Altena, Nr. 24, S. 38ff. でフレツベは 

アルテナ特許状の現代語訳を付加している力;，そこにはund ebenso alle dieienigen, die mit ihtien innerhalb der 

Freiheit wohnhaft sind,…とある◊ また，フォレンダアも，彼のBilder aus Altena. S. 53 it：おいて小j|!：ドイツ語と 

現代ドイツ語の対照訳を試みている力て，そとにもeben so alle diejenigen, welche mit ihnen innerhalb der Freiheit 

wOhneBS…ともり，いずれもニiRの市民層の存在を示唆する形でとしてmyd en = mit ihnenを訳している。

( 2 2 )策1章123 頁及び注(45)を参照。P- Rump, Hausnummern und StraBeilnamen Altenas im vorigen Jahrhundert. 

S. 151;F, Schmidt, Alto Flurnamen-*, S. 23；同じ箸者。Im Zdchen dea Lillenhaspels, in: Suderland,12 Jg, 

1934, S- 43; F‘ Schmidt, Das Buchlein von der Burg Altena, S-12 .シュミクトは，城内家{5以 外 に J?•張ウ’ 

門衛や僕婢を化民としてあげてぃるン 、

(23) 1̂- V, Wintorfelも a. a. 0" S. 390; R  Rump. ibid.しS. 148f" Karte 1.

(24) Alt-Blankenstein, S. 21 f.プランケンシュタイYの外哲めには城に仏えタ僕婢が(i!んでいたが;， ヴエストツ一 レ 

ン城内まE 法に従い，との地填I:こは亡命権（保護権）が認められ，フライン、イト• プランケンシュタインの興隆と-プIf 

に，この地域はdiG binnersto Freiheit (め 側 の 地 ）とよぱれた。. ’
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ゆる外磨を持たぬアルテナの特殊事情から， それぼフきイハイトという槐名にのみ後ポされたので 

あろう。 : . ' '

さて， 「市民もしくは住民」burgere ind bureという策2 の極類の市民に移もう。 この規定から 

我々は, 少なくともプライハイト地区以外の住民が特権賦与*b 対象となっていることを知る。 「市 

良もしくは住民J ‘という表現で問題となるのは,何 と い っ て もr住民」btireであろう。 プォプレソ 

ダアも， プレッペ’もこれを農民Bauerと訳しているが, ヴエストラァニレンでは成る箱度め司法， 

行政® の 自 治 権 を 持 つ 人 団 体 を Burschaftといい，その構成員をB u rという。そして，•司教都 

ホにおいてネネ, こめような購人団体が市民共同体のit•せ相対めに独立した地位をえていることが
' .■ ‘ ’ (注25) ' - ■ ■

知られているのである。 アルテナでこれに当るものを我々はネッチに見出す。すでに見たようにそ 

こ は 1 6 世紀に至るまセフライハイト全体に対し, 独立した地位を保持していたの' あるが，我  々

は特 許 状 のbureなる表現から, ネッテが1367年当時に綴やかな形0 ままプライハイト'アルチナ
《注ワ 8) .

に融合したのでないかと者えたい。をして， この地区の経済活動や定住め歴史を考慮に入れれぱこ 

の推走は決してがジはずれではないのでもる。

この地区こそ古くからの製殷業中心地であり，またU 世紀に進行しつつった水力作業場(製練及 

び伸線場）の局地的集中現象の点で，明らかに他の2 地区をしのいでいたのである。 さらにルムプ
(注 27)

は，地名の方からも， この地区が古くからの定住地でったという。ネッチという名称がアルチナ

注（25) F. Philippi,a. a. 0‘，S. 51ff.; H. Feldkamp, a. a. O., S. 304ff.,.317： K. Kroeschell, a. a. O., 59ft\. 831F.夕 P ェゾ 

ェルは，ヴエストフアーレンの都il]的定住であるWeiehbi Wが特殊な賃租土地保有権に基く統一的な地縁団体でるの 

に対しBurschaれもしくはG ildeとよばれる団体は，同一主に属する人格的な隣人団体でfc'ゥたという。そして有 

力な.WeiehbiW .特に自化的な成長をとげたそれにおいて幾つかめBurschaftの速合体のような性格を示すとしても， 

基本的にはWeiehWld化と共に，単一の地縁0 体に变容してしまうのだとzt張する。犬も，彼も例外を認め(S. 93ff.), 

計[ffii的建設都市ではヴ:nルネ，自生的都ホではミュンスタァとバーダTボルンの例をあげている，前者では，都市への 

編入後，居住地が分散したにも拘らず，統一の裁判団体として旧来の農地に閲する裁決を行っており，後者において 
は, それぞれ1 つのBursehaftがfミI立性を保持し後に都市へ編入された。ところで，フィリッピイは,オスナープ 

リュックの新inj•が1306年に本町と融合した後においても，独自の市長，市参車会（同時に市全体の参斯会にも屈する）. 

法令，裁判官を長期間にわたって保持し続けたこを指摘している。 '

さて，1293年にすでに小都？!？ oppidumとして登: してくるイープル'クは1359平の特権確認以前すで■に’ Burschaft 

として自治的な载半IJ及び行政の団体でったという。それは入会地の管理や不動産の売¥ 1 度m銜や贷料取引の管卯-, 

それ紐绝や火災に関する警察的職準等の事柄をタI现していたらしいがれ、わゆる訟ー公的訴訟によらぬ一事件 

freiwillige Gerichtsbarkeit), 司教（領主）やその家臣団の影響も強く，正式の記録をめど遗していない。また刑Iff 

事件や紛争の調停等の裁判権の存在はW59年以前は不明である。をして，135おT4がモおL、ても司教の側からの制限は 

強く, 司教が上級裁判権を得たH53年以降125ゴP問はこの!^治!!在判の記為は全くをを消すことになる。 {Feldkamp, 

ibid., S. 345ff‘）

(26) P. Rump, Alter und Name Altenas, S. 183.ルムプはアルテナ城の化人とネッチの住民O fMJには深い紐；が存在し 

たとし，クヴィンケQuinckeの教示で•'城はネッチと相隣（相互扶助）の閲係をもつj Die Burg "nachbarte zur 

Nette h in "といぅ，

(27) P. Rump. Alter und Name Altenas, S. 182f.ルムプは W. Sturmfels u. H. Bischof ： Unsere Ortsnamen, 1961 

等の地名学班究に依擁しつつ，a h a という雄りがせ高地ドイツ語で水，従って川の嵐味であること’から，ァルチナ 

Altenaはホい小川のほの定住を意味するとするFuldaニFultaha)。この古い小川は,古いネッテdie alte Netteと 

V、う呼称が-(ir くからもることやネッチの方がアルr ナの語源になると考えられる以上, ネッテだとする。だからアルテ 

ナという名称の起源はネッチだというのである。彼の語源系図は次の2つである，

--- 149 (jB 6 3 )------
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針金工業!^アルテナ .

同様，古高地ドイツ語に由来するとと， ミューレンドルプとの境界から600 メータア弱の地点にラ 

ムププュルトLanipfertという地名がある'力;， これは昔の境界防衛線Landwehrであ►っ た こ と ， 

またこれより50 メータア下流（ゥまり内側) rにr垣の奥J Hinterm Z aun と称する地点があるが， 

これは上記防衛線の«  Palisadeの内側という意味であること， こうした諧事:実から彼は当地区が 

城の建造と共に防衛設備で保護された集落で, 他 の 2 地区よりその起源が古いとしている。 これよ 

りやや内側の城寄りの地点に鐘楼D o m が存在しそこで地区市民集会が開かれ，地区長が選ばれ
(注 29〉 •

ていたのである。

さて，第 3 種の市民の表現の前半にある市民burgereは一体何を指すのか？ イープルクのフラ
《注30)

イハイトにおいては， r市.民または住民J borgher ofte burと同格の形で表現されている。 アルチナ 

の場合も， これと同じ表現と看做すことは，勿論出来る。そしでこの解釈でちれば， ミューレンド 

ルフ地区の住民は，1367年 当 時 ,す で に 狭 義 のフライハイト地区と同じ特権を得ていたことになる 

だが，我々は目下の所これを裏付ける材料を持ち合わせていない。少なくとも確実なのは，136? 

年の特権はミュレンドルフ地区にも妥当するものであったことでちる。 この地区には肩知のよう 

に， レンネとネッチの合流点にあった伯爵家の水車(製粉場）を 始 め 1308年までアルテナの代官で
(注 32)

あったルトゲル • フォン，アルテナや ライチ家の屋敷があり， さらにフライハイト寄りのズーゼン 

プルク， ミュケンプルクにも騎士の屋敷があったといわれる。

1367年当時にこの地区にこれら城内家臣達以外にも住民が存在しただろうこ とは ，教区教会 

Pfarrkircheや市庁舎Rathaiisがミューレンドルフとの境界近くのフライパイト地区に建てられて
(住 33)

いたことからも想像しうる。 特に市庁奢が市場M ark tと離れた場所にちることは,ドイツ中世に 

おいて異例のことといわねぱならない。 さらに，特許状の中に，城内家g の権利を全て留保すると 

明記されたのも，元代官を始め騎士連の屋敷の多かったミューレンドルフ地区を意識してのことで
(注34) '

あろ.う。 プォン ‘ ヴィンタアフュルトは， 1382年 と 1393年の記事の差異（アルテナ村— フライハイ

n e t- > a lt  net-->alte N e ttc - > N e tte  

II

水

小川
II

aha-)-alte a h a - > A lta n a - > - A lte n a

n i t a h a

n ita - > a lte  n ita - > a lte  N e tte - > N e t te

,a h a - ^ a lte  a h a - > A lt a n a - > A lt e n a

が ち っ た の だ と い う 《

注 ( 28) Ib id . , S. 183.; P . R u m p ,  D ie  N e t t e :  E i n  S t a d t t e i l  v o n  A l t e n a ,  i n :  D e r  M a r k e r , 12 J g „  1963, H e f t  5 , S . 113f f； 

同 じ 著 者 の H a u s n u m m e r n  u . S tr a B e n n a m e n - * , S . 154f f . な お フ ォ ア レ ン ダ プ は ， ア ル チ ナ 最 ☆ の 住 家 （厚 く 堅 い 石  

, 壁 の 家 ） は フ ラ イ ハ イ ト （A u f  d e r  W i e s e ) と 共 に ネ ッ チ . (い わ ゆ る K r u m m b a u m )に あ っ た と L て い る ，

( 29) 本 章 注 ( 18) 参 照 。 P .  S c h m id t ,  D e r  N e t t e r  D orn , i n ： D e r  M a r k e r , 7 . J g . ,  1957, H o f 1 3 , S . 15も

(30) F .  P h i l ip p i ,  a . a . O ,, S . 8 8 .

( 3り K . V o r la n d e r , a , a . O ., S . 4 7 地 名 は ア ク フ . デ ム ‘ ジ ン シ ャ イ ト A u f  d e m  L i n s c h e i d で， ル ト ゲ ル の 正 式 の 妙 名  

は ， ilu t g e r  von  A lte n a - L u n s e h e d e  ( L i n s c h c i d )と い っ た 。

(32) F.Schmldt, Das Buchlein von der Burg Altcna, S . 12； P. Rump, a. a. O., S. 153； K. Voflander, ibid., S. 47, 

フォアレングアはこの他*アン ‘ デア . ライエAn der L a ioとよぱれるミューレンドルフのアルテナ城下り懸崖にか 

かる地;̂ ( にもライチL y te家の館がfcったという。

( 33) L .  V. W in tc r f e ld ,  a . a . 0 ,, S . 390 ,
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. (注 35) ■

ト• アルチナ〉から，との地区の融合を後にずらすのであるが，間題のエンゲレンの館は，マルク估
{注 36)

の館の隣に，すなわちフライハイト地区の中心地に存在したのでもる。

力、くて，1367年当時にミユ一レンドルフ地区がすでにフライハイト•アルチナの一部とレて登場し 

こたとは，確実である。 これが1S67年に初めてフライハイト地区に融合したのであれば，先 の 「市 

民もしくは住民」の burger©はこの地区の住民のことともとれるのでもる。 この条項の未尾に「彼 

等 （第 1 種の市民）が市民もしくは住民とみなすか, みなそうと欲する者J にも自由を保証すると 

あることから考えると， アルチナの場合，イープルクとは違って市民と住民というニ糖類の市民が 

第 2 のグループに含められていた可能性もある。 しかし，先のイープルクの表現例や都市化に先行 

する自治権が地縁というよりも属人的な性格が強かったこと， さらにア/.レテナの場合，城内家臣が 

フライハイト地区よりも当地区に居住していたこと， さらに世紀初頭から活発な宗教活動をした救 

区教会の位置が， フライハイト.地区と当地区の境界にったこと， これらの諸享情を考え合わせる 

と,ミューレンドルフ地区の住民も第一種の市民の中に数えられていた可能性の方が大ではないか 

と思う0 ,

以上で考察した所を要約すれば，1367年にその自由を約束されたのは,フライハイト地区のみな 

.らず， ミューレンドノレフ地区， さらには工業集落ネッチもであり，特に工業集落ネッテのフライハ 

イ ト • アルテナへの包摂こそ，特 権 与 の 主 要 目 的 で っ た と い う こ と に な ろ う 。第 2 享でみたよ 

うな水力利用という技術史上の一大転換が， この時期に起りつつあったことを思、えぱ， このような 

形で市場町が成立し，SI認されていったことは自然の成行であったのでちる。 •

最後に， フライハイト • アルチナの成立当時における都市的定住としての性格を， 中世都市史全 

体の構図の中で位置づけてみよう。1660年に公刊されたC •ハ ー ゼ の rヴュストファーレンの都市 

発生」は， この意味で貴重な紘抵的研究でちるが，そめ中でハーゼはヴェストファーレン地方の都
(注 37)

市発生を4 段階に区分し，その第3段階の1)つまり中世後期から近世初頭の時代には，19世紀の近代;

ま(34) Quellen u. Urk. z. Geschichte d. Stadt Altena, Nr. 24, S. 39 .「アルテナにおける我等の城内家fSと彼等の子孫が 

.有する全ての権禾yを留保しつつJ, utgespraken unser borchmanne tho Althena ind erre erven alle eres rechtes, 

dat ay hebbet.

( 3 5 )本章147頁及び注(19)'を参照せよ。

( 3 6 )なお，Quellen u. Urk. z. Oescliichte d, Stadt Altena. Nr. 85, S. 82f.によれぱ，141坪に ' die snode wontsche 

(die schlechte Wohnstatte不丧住Sg地）と呼ぱれるマルク伯の館と土地がゲル,タィン*デン.ヴィーゼン夫妻の手で 

抵当から23マルクで買戻されたが，この不動産はュンゲルペルトin世の時代にユンゲレン. オプ• デム*シュターデ 

Engelen 6D dem Stadeに赏入れされたともる。これから察するに，この家こそ，13824f̂ にュンゲレンの館と呼ぱれた 

ものではないかと思われる。フォン• ヴィンタアフェルトは以上3件を同一 •の不動産に関するもやと看做しているが，

. 1393年の場合はュンゲレンの航の隣と明記しており，別の館で，この方がマルク伯自身の節であゥたように思われる。 

いずれにせよ。マル.クイ白の館はシュミット等の主張から，イン.，デア. バルス’ In der Bala (in der Pfalz) に所在し 

てていたのであるから, ェンゲルンの館もそこにあ>ったことになろう，

(37) C. Haase, Die Entstehung d. Westfiilischen Stadte.1,Aufl. 1960,2. Aufl. 1964.ハーゼの主張及ぴこれをめぐる 

,論争については，拙稿■'西ドイツにおける都市発生の段階規定論— C ♦ハーゼfヴ:Cストフアーレン諸都市の発生S

をめぐって* 三旧学会維誌，61巻6号，：UH：h 62卷1号を参照。

彼の4段隙を詳述すれば以下の通り桑
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‘工業都市の系譜にっながる都市的定住が発生したという。鹿 史 に は Freiheit等の呼称がそれら 

の定住に与えられたのであるが, 最近の廣梵史の上では中世都TfJと農村め中間的な存在として半都 

TU Minderstadtと名付けられてきた。ハーゼソこよ.れぱ，中世後期に與ゥた(き種の半都市は新しい 

工業集落として，それまでの古典的中世都市ともまた, 古い塑!のギ都市とも別区されるという。そ 

して，アルテナはをかる半都市め嘴矢とされ!)。 '

我々は, すでに, I 367年の特権をI355年のヴ:r.ッタプやプランケンシュタインめ特権とJt絞し, 

都市的定住としてのケルチナのr薪しさJ に注目した。そして文書史料から産業考古学，地名学の 

最新成果までを利用することにより，その第 一 ‘印象はより雄実な判断に固められるに至った。 アル 

テナ周辺に古くから展開していた鉄工業が, 技衛史上の飛灌から， アルテナを中<0とした局地に新 

たな工業上の拠点を求めて立地上の重心移動を行ったこと， とめ結桌,14世紀の前半にアルチナめ 

住民活動が活発となり， レンネ右岸のフライハイト地区を♦ 心にミ' - レシドルフ地区，工業集落 

め ネ 'ソチが包摂されて, 新しい都市的定住が-うまれナこことが.確認されためである。鉄 （針金）工業 

という住民の自発的な経済活動が原動力となったという意味において，都市的定住としてのアルチ
‘（注4 0 ) . . .  -

ナはい わ ゆ る r g 生型J の市場町の性格を持っていたといえよう。 このため,古典的中世都市のよ 

うな都市と農村の区別がアルチナではできずに，以上にみたように城下町的なフライハイトと工業 

參落ネッチが緩やかな形で内包され，市民共同体としては不完全な，開放的体制が長く保持された 

のである。市場中心地としでのフライハイトを軸に，工業集落としてのネッチ， さらにはミューレ

A . 1180年まで：徐ノ■rに都市の突赏を備えて行くような都市の発生。
B . 1180^ から1350ifiまで：

1 ) 1180〜1240年：大中の建設都市め発生。 . .  '

2 ) 1240〜1290年：小または最小の設都市の登生。
3 ) 1290〜135哗 ：2〉の継続と共に，Freゆeit, Wigbold象と呼ばれる都市的定住の発生，.ゥまり半都市Mind- 

erstadtの時代。
C - 1350̂ -から1803年まで： ’

1 ) 135啤〜1520年: ホ典的な都市概念がま微し半都市が多様な形で発^ する。
2 ) 1520〜16484P:都市発生の休止期。
3 ) 1648〜1803年：商工業の発達した村落及び牛都市が政策上，問接税都市へと上界した，

D . 1803年から1950年まで
1 ) 1803〜1871年：苦ギの新都市の堯,ii。 .

2 ) 1871〜191畔 ：ルール大工業地帯で村落から少数の大工業都市が発生。
3 ) 1918〜1950̂ r-ニ長らくエ菜村落であゥたもの力'、都市に昇格して新都市の数力；増大する。

法(38) H. Stoob, Minderstadte-.-S.23f.; C. Haase, Die Entstehung… S. 5, 9, 258. Minderstadte を半部'ホと訳すについ 
て疑問を惑じないわけではない。シュトープに忠実になれば, 完全都市Volktadtに対する:?都市といった方がよいか 
もしれない。しかしシュト一プほ身もダ!51論文Kartograplische M8glichkeit**-S, 21ff‘，41の方では,都市への発展が 
妨げられた存在eiii Gehemmtsein in der Entwicklungとしており，都ffすと農村の中問に在る，様々 な都市的定住を 
とら免る流勒的概念としている。また， 2論文のような割切り方では，'都市と®村の中問めな存在を適切にとらえ 
えないことは，ノ、ーゼの指摘する通りであるしMinderを不完全ととれぱ「平端j のような意味で「半j と訳してよい 
と思う。なお，拙稿r ドイツにおける巾世後期の農村都市究励向J 社会経済史学29巻2号所収を参照。

(39) C. Haase, a. a. S. 165, -

(40、 拙稿r近世初賊巾部ドイツの農村都Tii,市場町に'0 いてJ 三m学会維Tfe56怨3 号, 8 号。10号，

— 152(6^6) -~

. 針金工業町アルテナ

ンラーメデ， プラハチンベック等が局地的な経済園を形成したところにこそ， 針金工業WJ. アルテ 
(注 41〉

ナの新しさがあるのだといえよう。だが，逆にそうした局地的市場圏の中心が城下町的な性格の濃 

いフライハイト地区であったことは，エ參製品としての針金の遠隔地市場への依存性（これには單需 

品の原料という製品{|体から<^る制服もある）とあいまって‘ アルチすその後の経済発展に一つの暗い 

影を投ずることになる。我々は， との点で， ハーゼのように直線的にアルテナを1 9 世紀のエ業都
(注 42f • ■■■'•

市と同一̂視することは出来ない。

針金工業町アルテナは，その発生史からみる眼り自生的な（農村市場という）面 と 意 識 的 な （中世 

都市市場という）面を兼お備えた都ポ的定住であり，その意味でこれを半（中世）都市と名付けるご 

とも許されるのである。 ■

- 園 . ’ .. ■ .

〔追記：この論女を書き上げるに当り， ドイツ留学ならびにアルテナ訪問の機会を与えたAlexander.von 

Humboldtetiftung及び様々の文献史料の教示を賜ったアルテナ城公タ:書館長K rins博士に対■し感謝の 

意を表したい。:） '

、 (経済学部助教技〉 -

注(41) Quellen u. Urk. z: Geschiehte d, Stadt Altena Nr,. 90, S. 85.1414年にアルチナに週市開設権が与えられた折， 

ヴイプリン夕ヴェルデ'VyiWingv/ex'de,ドレii：•ゼル Dresel,ミューレンラーメデMtthleiirahmedftめ3つの集落は以 

後アルテナの上級栽判營区に属することが命じられている。このラち，ヴイプリンクヴェルデにはアルテナ寄りのプラ 

ハテンペックBrachtenbeck河沿いの工業落プラハチンペックが属していたし， ミューレンラーメデはアルチナ0 南 

でレンネに合流するラーメデRahmede河沿いの工業集ホであった。

( 4 2 )これについては差し当り，F. Schmidt. Ludenscheid-Altena-Iserlohn一Das Verhaltnis der drei Drahtstadte unter- 

einander bis zur Einfiihrung der Gcwerbefreiheit, Beitrage z. Geschichte und Heimatkunde des markischen 

Siiderlandes, B d .1,1949； Peter Scholler, Die Bedeutung einer alten Territorialgrenze fiir die heutige Verflech- 

tenheit des Bergisch-Markischen Industriegebietes, in: Petermanns Geographische Mitteilungen, 1953, 3‘ Quar- 

talsheft. SS.187-192.を参照◊なお*私は，上記拙稿「近世初服中部ドイッの農村都市,市場町についてj(l>,三田学会雜 

誌56卷3号にお、て，中世後期から近世にかけての構造停滞型のPJI独市‘場構遣を考察し巾世都市型と奥村市填の化石型 

の中問に半中世都市型ともいうべき中間形態の都市的定位力’、存在するとした。そこでは，t 、わゆる溪谷级落や（プルク 

との関係等で）農村の傍に様々の形で他設される小都市力;念®にあったのである。論文の主題が，農村ホ場及びその化 

石翦にあった為，この中問趣についてはそれ以上の究明は行わなかった，この中問型定住の定義(こあたっては中世都市 

的側面だけが衍搞されて、るうらみがある。少なくとも半中世都市の半の裏側の内容は提示されていなかった。今,針金 
工業WTアルテナの発生史分析により，農村ホ場との親近性という形でそれが示されたといえよう。このま裏ニM性の復粥̂ 

な絡み合いの歴史こそ, ュルぺ以旧のKイッ経济史を贝く赤糸の1つである，R. Gradmann. Die sUidtischen Siedliingon 

des Konigreichs Wurtternberg, Forschungen ^ur deutschen Landes und Volkskunde, Bd. 21,1914, S. 145£f.： 

Werner SpieB, Das Marktprivilog. S. 93ff.

— 153(^67) ~ -
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